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概要 

名称   児童養護施設 伊豆長岡学園 〒410-2211 静岡県伊豆の国市長岡 395番地 

運営主体 社会福祉法人 共生会 

理事長  福島 俊彦 

組織   評議員１１名  監事 ２名  理事 ８名  

沿革    

昭和３２年４月  東京都衛生局の虚弱児施設として東京都伊豆長岡福祉園を開設する。 

昭和５２年６月  東京都民生局に施設を移管して養護施設とするための開設準備室を

設置する。 

昭和５２年７月  児童福祉法第４１条による養護施設として東京都伊豆長岡学園を開

設する。 

昭和５４年３月  児童棟２棟が完成する。 

昭和５５年３月  管理棟（事務棟）が完成する。 

昭和５７年３月  遊技場（体育館）が完成する。 

昭和６１年３月  職員住宅（わかなハイツＡ）が完成する。 

平成３年４月   男女混合室を実施する。 

平成４年３月   職員住宅（わかなハイツＢ）が完成する。 

平成９年３月   児童学習棟を増設する。 

平成１０年４月  児童福祉法の改正により養護施設から「児童養護施設」に名称を変更

する。 

 平成１１年９月  児童棟の浴室およびトイレを全面改修する。 

 平成１２年４月  東京都の運営より社会福祉法人東京都社会福祉事業団の運営となる。 

 平成１９年４月  東京都社会福祉事業団より社会福祉法人共生会の運営となる。 

 平成２２年４月  地域小規模型児童養護施設（分園）立花ホームを伊豆の国市立花に開

設する。 

 平成２７年４月  小規模グループケア地域型グループホーム 塚本ホームを田方郡函

南町塚本に開設する。 

平成２９年１１月 本園の建て替え工事着工する。 

平成３０年１２月 本園の新園舎が竣工する。 

平成３１年１月   新園舎落成式後、引っ越しを完了する。 

平成３１年３月   解体工事が完了する。 

令和元年１０月   外構工事が完了する。 

 令和２年１１月   台風被害復旧工事、水路改修工事が完了する。 

 令和３年５月   立花ホームを閉鎖する。 

 令和４年９月   小規模グループケア地域型グループホーム ひまわりホームを伊豆

の国市長岡に開設する。 
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社会福祉法人共生会 経営理念  

当法人は設立の精神である「共生」の精神に則り、利用者と事業者が共に手を携えて支え合い、自立に

向けて支援することを基本理念としています。 

１ 利用者の尊重 

共生の精神に則り、利用者の意思や人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービスを提供します。 

２ 自立支援 

利用者の持つ能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう支援します。 

３ 安心・安全な生活 

利用者や家族が安心・安全な生活ができるよう支援します。 

４ 地域との連携 

地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流につとめ、地域の福祉サービ

スの拠点を目指します。 

 

社会福祉法人共生会 経営方針 

利用者の権利擁護を中核に据えれば、経営のコンプライアンス・透明性・説明責任・公開性の確立は法

人経営にとって不可欠である。そのために公認会計士による外部監査の実施、顧問弁護士による法の遵守

の徹底、顧問経営コンサルタントによる経営の適正化を図ってきています。 

１ 健全経営の実現 

自己収入で支出し賄い得るよう工夫し、無駄をなくし、効率化に努め健全な経営を確立します。 

２ 地域との連携 

地域との交流の推進を図り、安心と信頼で結ばれる社会福祉事業の運営をします。 

３ サービスの質の向上 

利用者本位のサービスを実現するため、業務の標準化を図るとともに、それを最低基準として品質向上

の鍵を握る職員のレベルアップを、業務を通して実現します。 

４ 第三者サービス評価の受審 

第三者サービス評価機関によるサービス評価を積極的に受審します。 

５ 苦情解決制度の実施 

苦情解決のしくみとして第三者委員を選定し、サービスのチェックを実施します。 

６ 情報の公開 

情報公開は説明責任として、個人情報保護法の範囲内において、インターネット上、文書による情報を

提供します。 

７ 責任と権限の明確化 

組織として事業活動を実施しているという原点にたちかえり、職員各自の組織上の役割、権限、責任を

明確にして、組織一体となって業務遂行にあたります。 

８ 働きやすい環境 

誇りをもって働きやすい法令遵守の職場環境づくりに努めます。 
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社会福祉法人共生会 伊豆長岡学園 基本理念 職員倫理綱領（心得） 

 

Ⅰ 基本理念 

 

１ 共生の精神と自立支援 

法人の「共生」の精神に則り、共に支え合い、自立に向けて支援します。 

 

２ 大切にされていると実感がもてる支援 

一人ひとりの子どもが大切にされていると実感できる支援をします。 

 

３ 職員の人材育成 

「福祉は人なり」を肝に銘じ、最高の「人づくり」を組織一丸となって取り組みます。 

 

 

Ⅱ 職員倫理綱領（心得） 

 

１ 私たち職員は、児童に対していかなる理由があっても、権威的にならず、絶対に暴力を

行使せず、暴言を発しない。 

 

２ 私たち職員は、児童一人ひとりを大切にし、すべての児童が健康で安心して暮らせる学

園生活を、児童とともにつくりあげる。 

 

３ 私たち職員は、児童の個性、ライフヒストリー、家族歴を理解し、専門性の高い支援を

するとともに、児童自らが選択、決定したことを尊重し、誠実に対応する。 

 

４ 私たち職員は、常に児童の声を良く聴き、支援を求められたときには、適切に支援する。 

 

５ 私たち職員は、児童が地域社会の中で市民として生活し自立に必要な社会性を身につ

けるために、常に地域の理解と協力が得られるように努める。 

 

６ 私たち職員は、児童のプライバシーの保護、秘密保持、私的空間・時間の確保に配慮す

る。 

 

７ 私たち職員は、援助者として必要な専門性を高めるために常に自己研鑽し、児童を深く

理解し、支援するための知識・技能を身につける。 
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児童支援上留意すべき基本原則 

 

虐待的環境で育った児童は、支援する上で大人との良好な信頼関係を獲得していないが

ゆえに愛着関係を職員と形成しづらいばかりか、問題行動が続発することが多々ある。児童

の支援において職員がストレス状況に追いつめられ、近視眼的・感情的・もぐら叩き的な不

適切な支援に陥らないために、下記の児童支援上留意すべき基本原則を常に確認しながら

支援することが必要である。 

 

 

１  子どもを変えようとすることよりも支援の方法を変えてみること 

 

２  体罰や子どもの人格をおとしめる言動はしない 

 

３  今起きていることについてのみ話をし、必要以上に長時間指導しない、指導した後は

悪感情を後に引きずらない 

 

４  子どもの行動化の意味や子どもの成育歴に注目する 

 

５  頭ごなしに叱るのではなく、子どもの気持ちを聴こうという姿勢をもつ 

 

６  性急に問題解決を図ろうとせずに、行動の修正や子どもの変化には時間がかかるこ

とを意識する 

 

７  他の子どもと比較して評価しない 

 

８  親や家族を子どもの前で批判しない 

 

 

 

＊令和 2 年 4 月 1 日より施行された「体罰等によらない子育てのために」という国の法律

をしっかりと遵守した児童支援を徹底する。 
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伊豆長岡学園体罰禁止規定 

第一条（目的） 

 この規定は、伊豆長岡学園職員（以下職員）が施設入所児童（以下児童）の権利擁護と自

立支援を全うし、体罰を生じないよう徹底を図ることを目的とする。また、体罰が発生した

時の対応と手順について必要な事項を定める。 

 

第二条（体罰禁止の原則） 

 職員は児童の権利擁護と自立支援の職責を自覚し、体罰は明確な暴力行為であり違法行

為であるとの認識のもと、いかなる時も絶対に体罰を用いてはならない。また体罰に至らな

くても、児童に対して恐怖感を与えるような行き過ぎた指導（暴言、蔑称、物に当たる、措

置変更を脅す等、「問題行動上の注意事項について～行き過ぎた指導にならないために～」

の内容参照）にならいないように努める。 

 

第三条（援助技術の研鑽） 

 職員は、研修や事例研究会への参加等を通じて、積極的に援助技術の研鑽を図り、体罰の

防止・克服に努めなければならない。 

 

第四条（チームワークの強化） 

 児童の支援に関し、職員は常に率直で真摯な議論を交わし、児童の最善の利益確保のため

チームワークの強化を図らねばならない。 

 

第五条（情報の共有化の徹底） 

 児童の支援に関し、職員は児童及び支援方法の抱え込みはせず、常に知り得た情報の共有

化を徹底し、すべての職員が同じ条件で最善の支援ができるように図らねばならない。また

情報の共有化の徹底を図る中で、すべての職員が同じ条件で児童のリスク管理ができるよ

うに努めなければならない。 

 

第六条（体罰及び行き過ぎた指導の発生時の対応） 

 職員による体罰及び行き過ぎた指導が発生した時は、施設長は速やかに該当児童及び職

員双方からの事情聴取により事実関係を正確に把握した上で、適切に対応しなければなら

ない。また、その経緯について「体罰調書」に克明に記録しなければならない。 

 

第七条（学園苦情解決委員会の設置） 

 施設サービスに関する不服・苦情を受け付け、処理する学園苦情解決委員会を設置し、児

童の権利擁護及び施設運営の適正を図るものとする。また、児童は委員会へ不服申立するこ

とを妨げられない。 
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問題行動対応上の注意事項について～行きすぎた指導にならないために～ 

（子どもの職員に対する挑発行動にのらないための確認事項） 

＊近年、児童養護施設の中の虐待を受けた子どもの対応で、施設職員がまるで親が子どもに虐待を行っていたのと同じ

ように施設内で虐待を行ってしまうという施設内虐待が全国的に報告されており、児童福祉法が改正され施設内虐待に

ついて地方自治体が調査し報告義務が課されるまでの状況になっている。 

問題行動が続発し、盗み虚言、暴力、性的問題行動、思春期児童対応、等の指導場面で職員が真剣になればなるほど、

行きすぎた指導になる可能性が高いので指導にあたる際に気をつけなければならない。具体的な指導にあたる時に、行

きすぎた指導にならないように気を付けるために、最低限、職員間で統一すべき事項を改めて確認するために以下のよ

うに掲げる。 

 

１ 問題行動の指導する場合、子どもと職員は同じ姿勢で指導すること 

  例：長時間にわたり子どもを、立たせたり、正座させている場合、職員も同じ姿勢で指

導する→就業規則第２２条（２）。 

 

２ 子どもに対して厳しい指導する場合に、蔑称を使わないこと 

  例：蔑称や「そんな年齢でこんなこともわからないのか！」等の自己評価を下げるよう

な人格を評価したような内容。 

 

３ 子どもが暴れて暴力をふるったり、物にあたり危険な状況でない時に、子どもに対し

て恐怖感を与えるような身体的な接触や物に当たる行動はしないこと、または長時間

に渡り無視、ネグレクト（養育の放棄・怠慢）をしないこと 

（職員は子どものモデルである） 

例：殴る、蹴る、どつく、押す、物に当たる、物を蹴る、物を壊す、無視、等 

 

４ 措置変更を学園職員の意思ですると脅すような言葉の暴力を使わないこと 

  ＊措置変更を決定するのは児童相談所であり、具体的内容（他児への性的暴力、や行き

すぎた暴力、反省できない状況等）が措置変更になる可能性があるので、施設での継続

した支援を続けるために、そのようなことをしてほしくないと伝えることとは、ニュア

ンスが違うので注意が必要である。 

 

５ もし万が一、上記の内容で行きすぎた指導をしてしまった場合は、上司・寮職員に報告

を行い、必ず情報の共有化を図ること 

  ＊児童福祉施設の実践は、社会的養護でありプロ意識を持って、自らの実践は開かれ吟

味されなければ支援技術の改善・向上はない。施設内での情報の共有化がなされないと

子どもの人権も尊重できず大きな事故（施設内虐待）につながる危険性がある。 
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令和７年度の運営方針 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和７年度、１つの最重点目標と５つの重点目標 

（最重点目標） 

☆児童支援の質の向上と人権擁護の徹底 

・児童支援の質の向上を図るために「伝え方と聴き方次第で結果が大きく変わるということ」を肝に

銘じ取り組むとともに、児童の「意見表明支援」を重点的に取り組む。 

・児童の「意見表明支援」の方策として児童自立支援計画書の「あなたの意見」を改良して取り組む

とともに「学園における心理的安全性を高める留意点」（別表１）の内容を重視し、自身の想いや考え

を適切に表明することが苦手な児童に対して表現し難い想いを汲み取り、児童支援の質の向上と人権

擁護の徹底を図る。 

 

（重点的取り組み） 

１ 魅力的な学園づくりと人財確保・育成・定着の強化 

・人財確保対策を強化するために、実習担当と広報委員会を統合し人財確保委員会を立ち上げて重点的に取り

組む。 

・人財確保委員会で実習生対応を強化するとともに、新任職員を含めすべての職員にとって「この施設を選ん

でよかったと実感が持てる」魅力的な学園づくりを目指す。職場環境と職員関係を良くすることを目的に今

年度はチームビルディングの取り組みを具体策として年間を通して実施していく。 

・目指すべき人財像として「求める人財像表」（別表３）を明示することで働きやすい職場づくりを目指す（TOKYO 

働きやすい職場宣言事業の推進を進める）。 

・魅力的で働きやすい職場づくりの指針として「心理的安全性と仕事ぶりの基準」（学園が目指す職場）（別表

２）と「学園における心理的安全性を高める留意点」（別表１）、理念やビジョンや事業計画書の最重点目標

や重点的取り組みの内容を全職員に対して職員会議の全体討議で周知を図ることにより、心理的安全性の高

い職場文化（行動様式）を浸透させる。 

昨年度、理念の具現化をするために、最重点目標として「児童支援の質の向上と人権擁護の徹底」、 

重点目標として 

「１ 魅力的な学園づくりと人財確保・育成・定着の強化」 

「２ 安全対策と災害対策の徹底」 

「３ 経営改善」 

「４ 東京都社会的養育推進計画（中長期計画）の推進」 

「５ 食育の推進」を掲げた。 

今年度は、以下の最重点目標を主軸として取り組み、５つの重点的取り組みを方策として、第三者評価 

利用者調査の調査項目の満足度の向上（１６項目をすべて７０％以上）を目指し、理念の到達点で 

ある使命（ミッション）「学園に来てよかった、いろんな人に出会えてよかった」と思える支援を 

目指していく。   

 

 



9 

 

 

２ 安全対策と災害対策の徹底 

・難しい課題を抱えた児童に対する対応は困難を極めるため、職員のメンタルヘルス対策の計画表を基に取

り組むと同時に、児童の対応に苦慮している職員が孤立疲弊してしまわないように職員の相談応援体制を

強化する。 

・職員育成において相手に「言いづらい内容をアサーティブ（相手を尊重した伝え方）に伝えること」に重

点を置くことで、職員が孤立無援の状態に陥ることのないように十分に配慮した伝え方と聴き方を徹底し

ていく。 

・地域の治安が悪くなっているため、防犯対策を強化していく。 

 ・引き続き安全対策（食中毒・各種感染症）や災害対策を法人の防災アドバイザーの助言内容を基にして安全

対策を日常的に行う中で更に強化徹底していく。 

 

３ 経営改善 

  国の地域分散化、小規模化を含めた施策の方向性を意識した経営改善を行う。より安定的な経営ができるよ

う、経営会議を継続し全体周知を行いながら経営改善を取り組んでいく。東京都社会的養育推進計画を策定

する中で、措置費・補助金収入が効率的に増収するような職員の人財確保・育成・定着を含めた中長期的計

画を策定していく。 

 

４ 東京都社会的養育推進計画（中長期計画）の推進 

 国の小規模化、地域分散化の方針に従い、東京都社会的養育推進計画を策定し中長期的計画を進めてい

く。今年度当初からすべてのユニットを小規模グループケアを申請することができないため、今後に向け

た計画を法人・東京都・静岡県と協議しながら取り組んでいく。 

令和8年度までに本園の小規模グループケアを6名×5か所、地域小規模児童養護施設(6名)の新たに開

設を行い、本園定員30名（本体定員30名）、地域小規模児童養護施設3か所で18名、計48名定員の小

規模化、地域分散化を推進した東京都社会的養育推進計画を検討していく。 

 

５ 食育の推進 

（１）食べる力を育てる 

  食は生涯にわたる命の源である。栄養の観点も大切だが「食べることは楽しい」という気持ちを育てること

も大切である。食事を作るときから、食事が楽しみになるような雰囲気を作り、より美味しく食べられる児

童に成長させていく。 

（２）生活場面の食育の推進 

児童一人ひとりが大切にされていると実感がもてる食育を目指す。「生活の場での食事作り」を継続し、 

大人の思いをしっかりと届ける。 

ア 令和7年度達成目標 

調理は、ユニット完全調理を継続する。食材は、肉、魚、米は業者納入し、他は近隣のスーパーで
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購入する（主に調理従事職員が購入する）。平日弁当は手作りのおかずを2品は入れる。平日土日祝

日の朝食昼食は、児童とユニット職員が協力して作る（調理従事職員は仕込みまでを行う）。長期休

暇の昼食は、児童とユニット職員が作る。平日夕食、長期休暇の夕食は、調理従事職員を中心にユニ

ット職員と協力して作る。土日祝日の食事は、ユニット職員が作る。食事は児童の為の食事であるの

で、全職員が責任をもつ。 

イ 令和8年度達成目標 

調理従事職員以外の職員でも、食材購入リストをもとに購入することができる。調理が自然にでき

る体制を作る。食事は児童の為の食事であるので、全職員が責任をもつ。 

 

 

 

 

 

別表１ 「学園における心理的安全性を高めるための留意点」 

心がまえ 理由 言動・行動 返す言葉 

誰でも失敗はする 

わからないこと、知らない

ことは、恥ではない 

意見や考えを言わない 

「沈黙」こそ危険である 

失敗から学ぶことが大事 

わからない、知らないは

「学ぶ」ための気づき 

意見や考えの違いを知るこ

とから始まる相互理解 

失敗について話す 

素直に謝る 

質問する 

意見を求める 

提案する 

「ありがとう」 

「お互い様」 

「私も失敗する」 

＊噂話、陰口、悪口は

絶対×（NGワード） 

 

別表２ 「心理的安全性と仕事ぶりの基準」（学園が目指す仕事ぶりの基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（＊別表１、別表２ 出典 『介護職が「働き続けたい」と思える職場のつくり方』富永真己 著） 

 

 

 

楽な職場 

 

学ぶ職場 

 

無気力な職場 

 

不安な職場 

高
い 

←

心
理
的
安
全
性→

 

低
い 

低い ←仕事ぶりの基準→ 高い 
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別表３「求める人財像表 

11 
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令和７年度 養護目標及び人財育成目標 

＊児童支援方針として児童の「意見表明支援」を重点的に取り組み、「学園における心理的

安全性を高めるために留意点」（別表１）を活用しながら、児童支援の質の向上と育成する。 

 

別表１ 「学園における心理的安全性を高めるための留意点」 

心がまえ 理由 言動・行動 返す言葉 

誰でも失敗はする 

わからないこと、知らない

ことは、恥ではない 

意見や考えを言わない 

「沈黙」こそ危険である 

失敗から学ぶことが大事 

わからない、知らないは

「学ぶ」ための気づき 

意見や考えの違いを知るこ

とから始まる相互理解 

失敗について話す 

素直に謝る 

質問する 

意見を求める 

提案する 

「ありがとう」 

「お互い様」 

「私も失敗する」 

＊噂話、陰口、悪口は

絶対×（NGワード） 

（＊別表１、出典 『介護職が「働き続けたい」と思える職場のつくり方』富永真己 著） 

 

 

◎養護目標・方針における個別的支援の取り組みについて 

 

１ アセスメント 

 ユニット・ホーム会議にて児童のアセスメントを行う。必要に応じて学園全体で外部の研修講師や児童相談セ

ンター治療指導課の精神科医や心理司、児童相談所の児童福祉司や心理司を招き、ケースカンファレンスを実施

して多角的に児童のアセスメントを行う事で、児童の抱えている困難さを理解し、支援方針を組んでいく。 

 

２ 児童自立支援計画書、児童と一緒に立てる「あなたの意見」個別書式を作成（児童の意見表明支援） 

 児童自立支援計画書を作成する際には、職員が一方的に作成するのではなく、児童一人一人の強みに着目し、

児童自身が取り組みたいと考えた目標を計画に反映させている。その為、児童自立支援計画書作成時には、「あ

なたの意見」という書式を使用して一人ひとりに話を聴き、児童と職員が一緒に作成をしていく。特に将来的に

「こうありたいと願う児童の将来像（施設からの自立や家庭復帰）」に焦点を当てた意見表明支援に重点を置い

て取り組む。 

 

３ 学園生活聴き取り調査 

 安心・安全な生活を守るため、原則として年１回の学園生活聴き取り調査を全児童対象に、個別で実施する。

第三者評価の利用者調査アンケートの質問項目（17項目）と安心安全な生活ができているかの項目について、

施設長と施設長補佐が個別に聴き取りを行う。聴き取った内容については職員で周知をし、対応の必要なものに

ついては早急に対応をしている。また、場合によっては苦情として受け付け、苦情解決委員会へ挙げていく。 

 

４ 中高生個別面談 

 中高生会では、「自立」をテーマに外部講師や卒園生を招いて定期的に講座を開いているが、秋以降にグルー
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プ討議形式で自立や自立後の生活についてより具体的に考える機会を設けていく。その際に、全児童を対象にし

た将来の不安や心配事を把握する機会にしていく。 

 

５ 個別学習支援 

 個々 のレベルに合わせた学習教材等を用意し、個別学習を必要に応じて実施していく。また、外部刺激の少な

い環境で学習に取り組む必要がある小学生については、個別で職員が付き、個室での宿題対応を実施していく。 

 

６ 個別外出 

 被服購入や映画鑑賞、外食など様々 な個別外出を児童の状況に応じて実施していく。その際には、普段話す事

が出来ない家族の話や、困っている事などを個別に時間をとり聴き取る機会にしていく。 

 

７ 地域資源の活用 

 児童の希望（意欲）に沿い、地域のスポーツ少年団（野球、サッカー）への入団や、書道や学習塾などの習い

事への参加をしていく。また、バスケットボールや韓国語、空手やカード大会など、児童の要望に合わせて職員

が園内で支援するなど、児童一人ひとりの趣味や取り組みたいことを尊重するとともに職員の特技や趣味を活か

して、児童と職員が楽しんで活動する取り組みを奨励していく。 

 

◎最重点課題である「家族会議」について 

１ 目的 

 家族会議とは、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」という事をテーマに、「集団」と「集団の中

の個」というものをどの様に意識していくか、話し合いを通じて学んでいく場である。その中で、自分自身に不

利益な事をしっかりと話すことができ、解決をしていくという場である。立場の弱い児童が年上の児童にも意見

が言えるようになることを目的としていく。 

 

２ 実施方法 

家族会議とは、ユニット・各ホームにて原則として毎月１回、児童と職員が全員出席で実施する。問題が起き

た際には必要に応じて臨時家族会議も実施していく。家族会議の司会進行や書記は全て児童が中心に行う。職員

はサポート役に徹する。家族会議では、一言も発言しない児童がいないように、冒頭に１か月の振り返り（頑張

った事など）を児童と職員が発表できるように進行していく。 

 児童は、ユニット・各ホームでの生活に関わる事(行事や地域に関わる事)を日常的に職員と話をし、家族会議

実施日までにどの様に話し合いをするのかの打ち合わせを行う。発言をする事が苦手な児童には、職員が隣に座

り、安心して発言が出来る雰囲気づくりをしていく。 
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3 小学生会・中高生会との連携 

 小学生会や中高生会などの横割り行事（集会）と家族会議の連携については、以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※家族会議で挙がった内容で、全体周知が必要な内容のものを、小学生会や中高生会で取り上げたり、中高生 

会や小学生会で出た内容を各ユニット・ホームに持ち帰り、より多くの子どもの意見を集約するなど、家族会議と横割 

りの会を連動させていく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

各ユニット･グループホーム家族会議 

・中高生を中心とした家族会議の実施 

・家族会議を柱とした支援(最重点目標) 

小学生会 

・スポーツ(ﾄ゙ ｯﾁﾎ゙ ﾙー)指導を通して行なうチーム(自治)作り 

・リーダー、サブリーダーの選出 

中高生会 

・リーダー、サブリーダーの選出 

・児童が主体的に進める 

・ユニット、ﾎー ﾑや、学園の現状に沿った発題・提案・

検討 

作用 

作用 

◎個別的支援と家族会議は、相互補完的に行い、学園の風土づくりを目指していく 

・家族会議の留意点（個々 の児童のアセスメントと生い立ちの整理） 

家族会議では、社会的適応力が低い児童や知的発達の厳しい児童は、落ちこぼれていく可能性が高く、十分な配慮が必

要である（家族会議で落ちこぼれる児童が出ないように配慮する）。 

その意味で、個別的支援では生育歴や知的発達能力のアセスメントを繰り返し継続していくことが重要になっていく。

生い立ちの整理を含めた個別的支援が、将来的な自立支援に繋がるので、入所理由、家族状況を小学生低学年以降より段

階的に行っていくことを学園では確認していく。 

 

・児童と職員が「大切にされていると実感できる子ども集団と職員集団づくり」を目指す 

上記の個別的支援と家族会議を相互補完的に両立し、弱肉強食、競争、比較の中で育つような適者生存のような歪んだ

集団ではなく、施設の理念でもある「大切にされていると実感できる」集団づくりを目指していく。それにはまず職員集

団が「大切にされていると実感できる職員集団」（良好な関係の職員集団）という見本を児童に実際に見せながら、「大切

にされていると実感できる児童集団」づくりができることを目指していく。 
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令和７年度伊豆長岡学園組織図・分掌・会議内容 

令和７年 4月 1日現在 

 

１ 学園組織図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さくら（指導員・保育士・調理）（６） 

クローバー（指導員・保育士・調理）（５） 

 

相

談

役 

家庭支援専門相談員（主任兼務） 

椿（指導員・保育士・調理）（５） 

 

 
塚本ホーム（指導員・保育士）（３） 

自立支援担当職員（１） 

専門機能Ｄｒ（１） 

心理療法担当職員（１） 

事務員（３） 

栄養士（１） 

嘱託医（１） 

ひまわりホーム（指導員・保育士）（４） 

うめ（指導員・保育士・調理）（６） 

あじさい（指導員・保育士・調理）（５） 

 

主

任 

個別対応職員（１） 

副

主

任 

施

設

長 

施

設

長

補

佐 

看護師（１） 
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２ 分掌について     

 

（１）相談役業務 

  ・相談役業務（松風荘と伊豆長岡学園の統括相談役） 

 

（２）施設長業務 

  ・施設全体のリーダーシップ・マネジメントに関すること 

・苦情解決責任者・児童の人権擁護に関すること 

・経営改善に関すること 

  ・人財確保・育成・定着（人事評価）に関すること 

  ・中長期計画（東京都社会的養育推進計画）に関すること 

  ・第三者評価に関すること 

  ・地域交流に関すること→支援者・市教育委員会・長岡区・皆沢北区・ 

市社会福祉法人連絡会・長ニャンネットワーク 

  ・就業人事管理（就業に関すること） 

・危機管理（防災・安全保健） 

 

（３）施設長補佐業務 

・施設長補佐業務 

  ・グループホーム管理業務 

・地域関係との連絡・相談 

・第三者評価に関すること 

・規程類・労基署に関すること 

・就業管理に関すること 

  ・危機管理に関すること 

  ・実習生の育成指導に関すること 

 

（３）主任業務 

・施設長補佐業務 

・職員会議の司会進行 

・養護会議の企画・司会進行 

  ・実習生の育成指導に関すること 

・研修計画、研修履歴の管理 

・各小学校・各中学校連絡会（全体・毎月） 

・地域関係との連絡・相談 

・苦情解決受付担当者 
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・事故報告書の発送、点検、管理 

・心理療法担当職員との連携 

    ・精神科医との連携 

  ・危機管理に関すること 

 

（４）事務員業務 

  ・施設長補佐業務 

・財務・会計に関すること 

・中長期的な施設会計・予算の執行管理に関すること 

・給与・社会保険に関すること 

・危機管理に関すること 

・勤怠に関すること 

 

（５）副主任業務 

  ・生活適応が難しい児童の支援と職員の援助 

  ・児童自立支援計画書の策定・送付 

  ・主任補佐業務 

 

（６）リーダー・ホーム長業務 

  ・養護（児童支援・問題行動対応）に関することの指導・助言 

・ケースカンファレンスの司会進行 

・ボランティア担当の進行管理（公文式学習指導） 

・自立支援委員会（小学生会・中高生会・卒園を祝う会の企画・実施）の進行管理 

→運営会議で討議する。 

・自立支援（アフターケア含む）自活訓練 

・予算管理、措置費・サービス推進費に関すること 

・新任職員育成 

・主任補佐業務 

 

（７）FSW（家庭支援専門相談員）業務 

・家族支援（フレンドホーム含む）に関することの指導・助言・コーディネート 

・児童相談所との連絡・調整 

  ・専門職会議の進行管理 

 

（８）個別対応職員 

  ・適応が困難な児童の対応（学校・学園） 
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・治療指導員との連携 

・心理療法担当職員との連携 

 

（９）治療指導員業務 

  ・専門機能強化型児童養護施設の申請・報告関係 

  ・心理療法担当職員との連携 

    ・精神科医との連携 

 

（10）自立支援担当職員 

・アフターケアに関することの調整とコーディネート 

・アフターケアに関する記録の管理と誕生日カードの送付 

・自立支援委員会（小学生会・中高生会・卒園を祝う会の企画・実施）の進行管理    

・自活訓練の実施 

 

（11）心理療法担当職員・精神科医業務 

  ・心理療法に関すること 

  ・心理学的なアセスメントに関すること 

  ・医学的なアセスメントに関すること 

・専門機能強化型児童養護施設の申請・報告関係 

  ・地域交流・広報 

 

（12）栄養士業務 

・食育に関する指導・全般 

・献立・発注等に関する業務 

 

（13）看護師業務 

  ・児童の健康管理に関すること 

  ・児童の通院に関すること 

  ・児童の服薬管理に関すること 

  ・児童に対する性教育に関すること 

 

（14）ユニット・担当分担    

ア リーダー・家庭支援担当（ユニットの自立支援計画を統括） 

・予算管理、措置費・サービス推進費に関すること 

    ・ボランティア対応の進行管理（公文式学習指導） 

  ・自立支援委員会の内容（運営会議で検討） 
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  ・自立支援計画書（全体の自立支援計画） 

  ・自立支援的業務 

＊事故報告書はリーダーが作成 

（＊施設長が点検し送付（児童相談所・都への電話連絡）） 

・ヒヤリハット・アクシデント報告は各ユニット・ホーム職員が作成し朝礼で適宜、報

告する→主体的に毎月、職員も偏らず提出すること 

イ 安全保健委員会 

ウ 性教育委員会 

エ ＰＴＡ（本園ユニットで分担） 

オ 危機管理対策会議 

カ 人財確保委員会 

キ 権利擁護委員会 

ク 環境美化係 

＊クリスマス会・卒園を祝う会はそれぞれの担当者を決める 

＊親睦会担当      

 

３ 会議の内容について 

・経営会議⇒相談役、施設長、施設長補佐、主任、副主任、事務員（代表者）で第 2金曜

日、第 4金曜日に実施する。施設運営や予算管理、業者選定、人財確保・育成・

定着についてすすめていく。 

・運営会議⇒相談役・施設長・施設長補佐・主任・リーダー・ホーム長、栄養士で、隔週

（第 2、第 4火曜日）に実施する。施設運営全般について検討し、施設内の円滑

な意思決定ができるようにするとともに透明性のある施設運営をすすめていく。

施設の中長期的展望について検討する。入退所に関すること、児童支援を中心

に検討を行う。 

・養護会議⇒基本的に月 1回第４木曜日１０時～質の高い児童支援について検討、統一し、

支援内容を深めていく。  

・職員会議⇒毎月第２木曜日の 10時 30分に実施・献立給食会議＋危機管理対策会議（防

災訓練、教育）・安全保健委員会の報告の場と事業計画書の最重点目標と重点的

取り組みの内容の全体討議を実施していく。 

・ケースカンファレンス⇒対応に苦慮する児童についてユニット単位、GH単位の必要な時、

効果的に適時できるようにする。ユニット単位、ホーム単位が主体的に開催を

呼び掛けることができるようにする。 

・ユニット・ホーム会議⇒月 2回、ユニット・ホーム会議だけの日を設定する。 

ユニット・ホーム運営の意思決定の場とする。ミニケースカンファレンス等

や家族支援・安全管理・人権擁護・自立支援・アフターケア等、必要に応じ
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て多岐にわたって検討を行う。内容により相談役、施設長、主任、副主任、

精神科医、治療指導員、心理療法担当職員等も参加できるようにする。 

・危機管理対策会議⇒月１回実施、主任、事務員、ユニット職員、調理職員が参加して、

全体周知を職員会議で毎回図りながら危機対策の強化を図っていく。 

・人財確保委員会⇒実習担当と広報委員会の業務を統合し、人財確保対策を主に担う。養

成校への働きかけや施設の魅力発信や施設見学会の開催を企画担当していく。  

・自立支援委員会⇒運営会議に議題として盛り込み実施していく。 

小学生会、中高生会の企画・実施、自活訓練、自立支援に関することを話し合う。 

・安全保健委員会→月１回実施する。主任、各ユニット職員が参加をする。 

ヒヤリハット報告、アクシデント報告、事故報告書の統計と分析、危険予知

活動表の管理、許容範囲の統一、各種マニュアル整備、保健衛生、予防接種、

性教育、性的事故防止対策などを話し合う。 

 ・調理会議⇒施設長補佐、主任、栄養士、調理員で月に１回行う。 

・他各担当者会議⇒毎月実施する。（「２委員会等の種類」参照）  

 

 

４ 全体で児童をみる体制作り 

（安全管理、人権擁護、ユニット間の風通しをよくする、問題行動の対応の連携） 

 ・安全管理、人権擁護、問題行動対応⇒各ユニット職員による指導→リーダー指導 

→主任・副主任指導→施設長・施設長補佐指導と段階を踏んで重層的に連携していく。 

 ・学校対応の全園的協力体制の確立をしていく。 

・児童のかんしゃく行動や暴力行動対応の全園的協力体制を確立していく。 

・児童の職員に対する挑発行動に対し、職員が児童への人権侵害や被措置児童虐待防止のため

に全職員が率先し動く。できるだけ複数対応で職員間の協力体制をとって対応する。相談連

絡経路を明確化するために業務連絡会で宿直責任者を定めていく。 

・児童の意見表明支援と人権擁護の徹底のため施設長と施設長補佐による「学園生活聴き

取り調査」を８月頃に実施する。 

 

５ 小規模化の推進 

  家庭的養護推進計画に基づき、小規模グループケア地域型グループホーム（塚本ホーム）

小規模グループケア地域型グループホーム（ひまわりホーム）、小規模グループケア地

域型グループホーム（○○○○ホーム）、小規模グループケア園内型（椿）、小規模グル

ープケア園内型（６名）とする。 

 

６ 中長期的展望・施設整備について 

・中長期的に社会的養育ビジョンの動向を鑑みて、下記の方向性を確認していく。 
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○中長期計画案 

・SWOT分析から事業存続の脅威となる人財確保・定着・育成に最大限力を入れる。 

・そのための方策として「魅力的な学園づくり」のための具体策をとりながら、人財の定着から始め育成・

確保のための具体策を展開していく。 

・「魅力的な学園づくり」とは、児童の満足度（ビジョンである「学園に来てよかった」「いろいろな人に出

会えてよかった」）と職員の働きがいの満足度（「この施設を選んで良かった」）が両方とも等しく満た

された状態の組織づくりをしていくことを意味する。 

＊達成度合いは第三者評価利用者調査結果を基準として具体的数値目標を質問項目の値をすべて 70％以

上の値を目指していく。 

・施設規模の形態は「東京都社会的養育推進計画」を策定し以下の通りで進めていく。 

新規グループホームの開設を年度内に行う。本園定員を30名とする（本体定員48名）。令和7年度に

は本園の小規模グループケアを6名×5か所、地域児童養護施設(6名)の新たに開設を行い、本園定員30

名（本体定員30名）、地域小規模児童養護施設3か所で18名、計48名定員の小規模化、地域分散化を推

進した社会的養育推進計画を検討していく。 

 

７ 計画的な予算執行 

  ・職員採用計、職員配置について効率かつ経済的な計画と策定をする。 

 

８ 職員処遇改善（給与関係の整備）・労務管理 

・職員給与については昨今の人財確保が困難な状況も含め、給与表は東京都社会福祉協議

会の新しい給与表をモデルにしていき処遇改善に積極的に取り組んでいく。 

・TOKYO働きやすい福祉の職場宣言の内容の通り、労務管理を取り組みながら、魅力的な

職場環境づくりの整備をしていく。 

・働き方改革に伴い計画的な有給休暇を取得し法律に則った労務管理を取り組んでいく。 

 

９ 地域交流について 

  ・感謝祭（バザー）、子供会ウォークラリー、餅つき会、クリスマス会等を実施し、地

域貢献や支援者との交流を深め、地域に根づいた施設運営を進めていく。 

  ・伊豆の国市社会福祉法人連絡会に参加し社会貢献活動について検討していく。 

  ・長ニャンネットワークの会合に参加する。毎朝、施設長が地域の挨拶運動と街頭指導

を信号機のない横断歩道で実施し社会貢献活動を継続する。 
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組織的運営（会議と委員会 関連機関との会議） 

１ 会議の種類 

名称 参加する階層と職種 目的・役割 頻度 

職員会議 全職員 職員会議は意思決定の場とする。各種研修報告 

防災対策の周知、献立会議、全体討議を実施 

月 

１回 

養護会議 施設長、施設長補佐、主任（ＦＳＷ）、副主

任、ＦＳＷ個別対応、リーダー、ホーム

長、児童に直接支援する職員、治療指導

員、心理療法担当職員 

安全委員会の具体化、ヒヤリハット報告、アクシデン

ト報告、事故報告の検証、ケース会議、等の児童支援

上で支援の適正化、的確化を図るための会議。 

年 

３回 

経営会議 相談役、施設長、施設長補佐、主任、副主

任、事務員 

施設経営、予算執行管理、業者選定、施設整備、 

人事や職員指導等 

隔週 

１回 

運営会議 相談役、施設長、施設長補佐、主任（ＦＳ

Ｗ）、副主任 リーダー・ホーム長、 

栄養士、自立支援担当職員 

リーダーシップ及びマネジメント、養育に関するこ

と、食育に関すること、施設の方向性の確認 

隔週 

１回 

ユニット会

議・ホーム

会議 

リーダー、ホーム長、直接児童に支援する

職員、 

主任（ＦＳＷ）、副主任、治療指導員、心理

療法担当職員 

ユニット・ホームを運営する上で児童支援に関する問

題解決に関すること。支援に苦慮するケースについて

はミニケースカンファレンスを直接支援職員が企画し

実施する。 

隔週 

１回 

調理会議 施設長補佐、主任、栄養士、調理員 献立や栄養、調理に関することについて 月 

１回 

ケースカン

ファレンス 

外部講師、施設長、主任（ＦＳＷ）、副主

任、個別対応、リーダー、ホーム長、直接

児童支援する職員、精神科医、治療指導

員、心理療法担当職員 

支援が困難な児童に対して外部講師等を招き、研修型

ケースカンファレンスを実施する中で、専門的な支

援、多角的な支援方法、支援の適正化を図る 

年 

３回 

専門職会議 精神科医、主任、心理療法担当職員 各会議にあがっている気になる児童についての情報共

有小規模のケースカンファレンスの企画実施をしてい

く。 

月１回 
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２  担当の種類 

名称  目的・役割  

人財確保委員会 

（実習担当・広報委員会） 

「魅力的な職場づくり」のための人財確保・定着・育成の

具体策を展開していく。 

自立支援委員会 

（運営会議メンバー） 

自立支援の標準化を行い、計画的でより質の高い自立支援

ができるようにする。小学生会、中高生会、卒園を祝う

会、自活訓練、貯蓄、ソーシャルスキルの向上、アルバイ

ト、等の自立支援の標準化を図る。 

危機管理対策会議 

（主任が参加） 

防災対策や危機管理の関すること、備蓄品や非常食の管理

を行う→職員会議にて全体化 

安全保健委員会 

（主任が参加） 

ヒヤリハット報告、アクシデント報告、事故報告書の統計

と分析、危険予知活動表の管理、許容範囲の統一、各種マ

ニュアル整備、感染症対策、予防接種、児童の健康管

理、性教育、性的事故防止 

ボランティア担当 

（運営会議） 

ボランティアの受け入れと組み合わせ、実施を行う。児童

の学習状況の把握を行う。 

専門職会議 

(精神科医、主任、副主任、心理療法担当職員) 

児童について、距離が離れたところに位置する職員よ

り多角的視点に立った支援について検討する。 

性教育委員会 児童の性教育について発達段階に応じて実施するととも

に職員の対応も統一していく。 

衛生委員会 職員のメンタルヘルス対策や円滑なコミュニケーション

を図ることができる環境づくりを取り組む。 

権利擁護委員会 被措置児童虐待防止、マルトリートメント防止、人権擁

護チェックリスト、人権擁護意識調査等、児童の人権擁

護推進のための方策に取り組む。 

＊業務標準化委員会が作成していた各マニュアルは、安全保健委員会が主にそれぞれ優先度の高いマニュ

アルを作成していくことで継承していく。 

《関係機関との会議》 

東京都社会福祉協議会児童部会（施設長会、従事者会、自立支援担当者会議） 

 児童相談所と施設のブロック協議会、児童相談所で保護者との関係者会議 

《施設形態》 

  本園 5ユニット 30名 3グループホーム 18名 計48名を目指す 

《職員構成》 

相談役１ 施設長１ 児童指導員11 保育士19 事務員2 非常勤事務員１  

栄養士１、調理員1 非常勤調理員5 精神科医１、嘱託医１ 心理療法担当職員１  

看護師１ 環境整備員１                         合計 47名 
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３ 日課表 

 

時間 平    日 時 間 休  日 

 小学生 中学生・高校生  小学生 中学生・高校生 

6:00 起  床 起  床 7:00 起  床 起  床 

6:30 食  事 食  事 7:30 朝  食 朝  食 

7:00 登  校 登  校   

15:00 下  校  12:00 昼  食 昼  食 

15:30 おやつ・学習・遊び 下  校   

18:00 夕   食 18:00 夕  食 夕  食 

19:00 入浴・団欒 入浴・団欒 19:00 入浴・団欒 

20:00 就寝（幼・低学年） 学  習 20:00 就寝（幼・低学年）  

20:30 就寝（高学年） 団  欒 20:30 就寝（高学年）  

23:00  就  寝 23:00  就  寝 
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４ 年間事業実施計画 

月 行事名 事業名 地域・学校行事 

4 家族会議 

小学生会 

 入園式・ 

入学式 

遠足（小） 

5 ＧＷ行事 

家族会議 

小学生会 

自立支援計画作成 

 

 

町内一斉清掃 

学校連絡会 

家庭訪問 

南小学校運動会 

函南西小学校 

運動会 

6 進路会議（児童・職員） 

家族会議 

小学生会 

自立支援計画策定会議実施 

 

 

7 納涼祭 

小学生会 

ドッヂボール大会 

中高生会 

家族会議 

進路会議 

ケースカンファレンス 

 

 

あやめ祭り 

8 夏季行事 

帰 省 

高齢児合宿 

家族会議 

児童全員聴き取り調査 大黒堂相撲大会 

立花区夏祭り 

9 防災訓練（地域） 

家族会議 

小学生会 

運動会 

職員ヒヤリング 

事業計画中間総括作成 

 

 

地域防災訓練 

北小運動会 

中学体育祭 

10 家族会議 

小学生会 

 

 

自立支援計画見直し 

事業計画中間総括 

第三者評価利用者調査 

中学文化祭 

ふれあい広場 

貼り絵大会 

11 感謝祭（バザー） 

七五三 

自立支援計画策定 

進路会議 
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家族会議 

小学生会 

12 防災訓練（地域） 

クリスマス会 

餅つき大会 

帰省（1月初旬まで） 

家族会議 

小学生会 

 地域防災訓練 

1 冬季行事（寮・立花） 

家族会議 

小学生会 

事業総括作成 

事業計画案作成 

 

2 小学生会 

家族会議 

 

職員ヒヤリング 

第三者評価結果 

自立支援計画総括反省 

私立高校受験 

3 家族会議 

小学生会 

卒園を祝う会 

 

 

公立高校受験 

卒園式（幼稚

園） 

卒業式（小中

高） 

その他行事 

  ・ 誕生日会（寮単位・該当月） 

  ・ 苦情解決委員（毎月交代）年2回程度＝全員の会議 

  ・ 学校との情報交換（随時） 

  ・ 子ども会活動（廃品回収等） 
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令和７年度 事業計画（さくらユニット） 

【さくらユニット運営方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ユニット運営 】 

１ 家族会議 

家族会議ボックスを設置し、家族会議の開催前に児童たちから挙げたい議題を募

集し、事前に話し合いの内容を周知した上で家族会議を行う。家族会議の進行を通

して、他者の意見を聞く練習や意見をまとめる練習を行う。全員が自分の意見を持

った状態で会議に臨めるようにする。児童が率直な感情や自分の考えを全体の場で

発言しあえ、自分たちの生活を主体的に創っていくことができるように、全体の場

での発言が苦手な児童には会議の前に職員と意見を整理する時間をとり、支援を行

う。 

 

２ 学習指導 

小学生中心に公文学習を取り入れ、個々のレベルに適した学習支援を行う。公文

学習を平日毎日行い、基礎学力の積み重ねを大切にしていく。中学生、高校生の学

校の宿題等についても児童任せでは無く、職員が確認をしながらサポートしてい

く。テスト前など計画的に学習に取り組み、提出物の出し忘れがないように声をか

けていく。 

 

３ 進路指導 

小学生については無遅刻無欠席を目標に、体調管理や睡眠時間の確保を徹底して

いく。中学生には、高校進学や自立に向けて日常的に話題をふり、児童自身でも考

えられるよう促していく。外部の支援者との関わりの機会を多く持ち、社会性を身

「あいさつ」「気配り」「感謝」の 3 点を柱に生活を創る。自分の気持ちに気づく事、自

分の気持ちや意見を言葉で他者へ伝えられるようになる事を目指し、職員と児童の関わ

りも増やしながら、個々が自立し、互いに研鑽し合える集団創りを目指していく。 

 児童・職員編成 

【児童】  

中学生３名、小学生５名、 

                                   計８名 

  

【職員】 

  男性職員２名、女性職員３名 

                                   計５名 
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に付けらけるよう支援する。資金シミュレーションを児童と一緒に立て、その都度

確認をしていく事で、自立資金の貯蓄について計画的に主体性を持って取り組める

よう促していく。 

 

４ 自立支援 

あいさつ、感謝の気持ちを伝える等、言葉を使ったコミュニケーションが図れる

様に支援をしていく。また、意見や要望等についても、言葉でやり取りをする事で

交渉していく力、相談していく力、自ら生活を創っていく力を養う。 

ユニット内外の児童、職員との関わりや、学園外の支援者や地域の方との関わり

の機会を大切にし、社会性を身に付け、コミュニケーション能力の向上を図る。 

共同生活をしている中で、どのように共有スペースを使ったら皆が気持ちよく

生活できるのか、他者への気配りの仕方、社会に出た時に必要になってくること等

も日常場面で伝えていく。 

 

５ 多職種間連携(児童相談所、学校、地域など) 

  児童相談所 

   FSWと連携を図りながら、家族再統合に向けての支援を行っていく。学校適応の難

しい児童や、不適応行動の多い児童にいては、児童相談所との連携を密に行い、ケ

ース会議を積極的に実施するなどして、ケースの理解に努める。 

  学校 

   児童の状況について、学校と密に連絡を取り合い、連携をしていく。児童養護施設

についての理解、児童の共通理解をしてもらうためにも、学園側から積極的に働き

かけていき、情報共有をしていく。 

 

【快適な生活環境の提供】 

１ 事故防止・安全対策 

    ユニット内清掃マニュアルを活用し、快適な生活環境作りについて職員間で差が

生じないように徹底していく。また、軽微なものや職員のミスも含め、ヒヤリハッ

トをチームで共有し、事故防止に努める。 

【人財育成】 

１ 職員のチームワーク 

     人任せの仕事はせず、主体的に一人一人が理念を基に判断できるチーム作りを

目指す。養育の専門職という意識を持ち、分からないことがあれば、意見を求め

あい、お互いから学び合う。支援力向上・チーム力向上のため自己研鑽をし、相

乗的に高めあえるチーム作りを行なう。チーム内で正確に情報共有が出来る様

に、情報を止めることなくミスを恐れず、オープンな引継ぎを行い、支援を繋い
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でいく意識を持って児童の支援にあたる。 

 

  ２ ユニット会議 

    職員一人一人が主体的にユニットを俯瞰して見られる様、月ごとにリーダー職

員を決め、議題や課題など、主となってユニット会議で発言をする。その他職員

も、会議の前までに各自積極的に議題をあげ、自らの意見を持ち、活発な意見交

換を行いながら、柔軟に支援方法を変えていける様なユニット会議を目指す。 

 

【行事】 

    年中行事には力を入れ、行事の意図や古くからの言い伝えなどを学ぶ機会とす

る。大きな行事のみではなく、日常の中でもイベント事の様な取組を設け、職員と

児童がコミュニケーションをとるきっかけ作りを行ない、児童の感性を磨くことに

繋がる体験を意識していく。行事実施後は、児童とも振り返りを行い、不備があれ

ば次回の行事に向けて計画を改善し、より良い行事作りをしていく。 
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令和 7 年度 事業計画（うめユニット） 

 

【うめユニット運営方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ユニット運営 】 

１ 家族会議 

よりよい生活作りの場、まとまりのある集団作りのきっかけとなるような会議を

目指す。良い意見も悪い意見も言いやすい雰囲気作りを行ない、主体的に会議に参

加出来るようにする。決定した内容が生活する上で継続して守られていくよう、家

ぞく会議後も意識付けを行う。 

 

２ 学習指導 

一人一人のレベルに応じた学習を行うことで学力の定着を図る。集中して学習

できるよう、学習環境、取り組み方の見直しを適宜行っていく。中高生に関しても

日頃から課題の確認、提出を促し、必要に応じて学習時間の確保をする。 

 

３ 進路指導 

将来の夢や中学、高校卒業後の進路について考え、現状と照らし合わせた進路決

定ができるよう話し合いながら進めていく。また自分で意思決定できるよう様々な

視点から助言を行い、希望の進路に進めるよう支援していく。自身の課題、取り組

むべきことについても納得できるよう説明を行ない、自ら行動できるよう促してい

く。 

 

自分以外の事に関して他人事で済ませるのではなく、思いやりを持ち、協力し支え合え

る集団を目指す。 

 

児童・職員編成 

【児童】  

高校生 2 名、中学生３名、小学生 3 名 

                                   計８名 

  

【職員】 

  男性職員１名、女性職員４名 

                                   計 5 名 
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４ 自立支援 

時間を意識する、食事マナーを身に付ける、部屋や私物の整理整頓など身の回り

のことが習慣として身に着くよう支援していく。できたときには褒めるなどしなが

ら自信に繋げていく。共有スペースについても誰もが気持ちよく使うことを意識し

て、配慮できるよう支援していく。 

 

５ 多職種間連携(児童相談所、学校、地域など) 

児童相談所 

FSW と連携し情報共有を図る。児童の状況に応じて生い立ちの整理や家族告知

の時期を検討していく。 

学校 

児童の状況について、定期的に連絡を取り合い情報共有を行う。 

 

【快適な生活環境の提供】 

１ 事故防止・安全対策 

性的問題行動に繋がらないよう所在確認、男女の入室制限など徹底して行ってい

く。共有スペースの使い方、人との距離感についても適切な行動をとれるよう注視

し、日常生活の中で教えていく。年齢や特性に応じて性教育も検討し行っていく。 

    

【人財育成】 

１ 職員のチームワーク 

基本的な“報告・連絡・相談・確認”を徹底する。指導の意図や、目標到達点の

確認を行い、方向性を明確化し、共通の認識を持って支援にあたる。必要に応じ

て、指導やフォロー、振り返りの役割分担を行ないながら支援にあたる。職員間で

も思いやりを持ち、仕事が人任せにならないよう協力する。また困った事や、細か

な変化にも目を向け情報共有を行なう。 

 

２ ユニット会議 

一人一人の特性を踏まえ、共通の認識、早めの問題解決ができるよう、積極的に

議題の発案、発言をする。職員目線だけではなく、子どもの目線にも立ち、偏った

意見にならない会議を行う。早急に対応が必要なものについては引継ぎの中で問題

解決にあたる。支援の方向性を明確にし、同じ方向を向いて支援できるよう努め

る。 

    

【行事】 

行事ごとに担当児童を決め、児童が中心となって計画、実行ができるように支援
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する。お互いに歩み寄って意見を出し合いながら行事計画を立てていく。集団とし

てのまとまりを高める機会として行い、一人一人が役割を持って参加する。また、

個別外出を通して職員と児童の関係構築を図る。 
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令和７年度 事業計画（クローバーユニット） 

 

【 クローバー室運営方針 】 

 

 

 

 

【 クローバー室 】 

 【児童】 

  高校生３名 中学生２名 小学生３名 

                                計８名 

 【職員】 

  男性職員３名 女性職員１名 

                                計４名 

  

【 ユニット運営 】 

１ 家族会議 

生活の基盤を作る会議であり、同時に仲間を守り、守られ、大切にされている実

感を感じられる場でもある。自分本位な考え方に偏るのではなく傾聴を心掛け、仲

間の事を考えながら会議を進めていく。 

 

２ 学習指導 

小学生は振り返り学習や公文学習を中心に、個々のレベルに合った学習支援を行

う。中高生に関しては、定期テストを意識し、計画性をもって学習が行えるよう支

援していく。また、集中して取り組むことが出来る環境作りも行なっていく。 

 

３ 進路指導 

受験や卒園を控えた児童はいないが、数年後の目標としての準備期間とする。目

標を設定することで、早い時期から意識づけを行ない、何をすべきか考え、行動に

移せるようにしていく。 

 

４ 自立支援 

卒園を控える児童はいないが、日々の生活の中で卒園後の生活をイメージ出来

るよう支援していく。過保護な支援をせず、独り立ちや相談が出来る人になるよ

う、支援していく。また、働くことへの意識付けや自身の課題に気づくことを目

的とし、アルバイトや職業体験等の機会を大事にしていく。 

一人は皆のために、皆は一人の為に考え、行動していく事を目標に、更なる集団作りを

目指す事とする。 
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５ 多職種間連携(児童相談所、学校、地域など) 

児童相談所 

    FSW と連携し、児童や家庭の状況について情報の共有を図り、より良い支援を

行なう。必要に応じて福祉司との面会や関係者会議を実施し、不適応行動や支援に

困り感がある児童に関しては専門相談やケースカンファレンスへの参加を依頼して

いく。 

  

幼稚園・学校 

  連絡会や行事に参加し、児童の状況について適宜情報交換を行なう。必要に応じ

てケース会議を実施し共通理解を図っていく。 

  

【快適な生活環境の提供】 

１ 事故防止・安全対策 

ヒヤリハット・アクシデント報告を活用し、児童の特性や行動パターンを職員間

で共有する事で、早めの介入が出来るようにしていく。また、職員の一人勤務が多

いため、児童の所在確認や見守りを強化し、死角を作らないようにしていく。日常

的にユニットの整理整頓を心掛け、児童・職員が気持ちよく生活出来るよう環境整

備に力を入れていく。 

 

【人財育成】 

 １ 職員のチームワーク 

    支援の連続性を意識する。“職員が変われば支援が変わる”という、児童にとっ

てマイナスになる支援を無くしていく。その為にも報告・連絡・相談・確認を密に

行ない、職員側の想いも共有しながら支援していく。 

 

２ ユニット会議 

   職員が意見しやすい会議にする。そのためには事前の議題提起は勿論、傾聴の気

持ちを持って会議を行なう。日々の支援の中での気付きを大切にし、他ユニットへ

の会議の参加やケースカンファレンスへの参加を積極的に行ない、多くの考え方を

学び、職員のスキルアップに繋げていく。 

   

【行事】 

児童が中心になって行事を組み立てていく。“立案・計画・実行・反省”が集団と

して定着してきている。今年度も行事を通して、協調性や社会性を養い、個人の成長

を促す機会になるよう支援していく。また、同時に集団としての結束も深めていく。 
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令和７年度 事業計画（あじさいユニット） 

 

【 あじさい室運営方針 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 あじさい室 】 

 【児童】 

  高校生１名 中学生２名 小学生 2 名 幼児 1 名 

                                  計 6 名  

 【職員】  

  男性職員 2 名 女性職員 2 名 

                                  計 4 名  

 

                                    

 

【 ユニット運営 】 

１ 家族会議 

児童同士での活発なやりとりができるよう、意見を出しやすい雰囲気づくりを行

う。司会・書記など児童の役割を明確化する。自信が持てず発言を躊躇ってしまう

児童には事前に打ち合わせを行っていく。お互いに尊重できる会議となるよう、 

【伝え方や聴き方】について教えていく。どの児童の意見にも傾聴し、大切にされ

ている実感が持てるよう支援していく。 

 

２ 学習指導 

公文学習や学習ボランティアなど個々に合わせた学習を取り入れ、基礎学力の向

上を目指していく。日々の宿題等についても職員がそばで見守り、児童の苦手分野

や困り感を把握し、改善できるよう支援していく。 

集中できる環境づくりを行っていく。 

 

 

子どもたちが職員の心のこもった支援に温かさを感じ、安心して笑顔溢れる生活を送る

ことができる環境作りを目指す。一年を通じて季節の行事や日本の伝統など様々な経験

を積み、職員が経験の乏しい子どもたちの指標となれるよう支援していく。 

安心して生活する中で、子どもも職員も自分の気持ちを表出することが出来る・自分の

ことだけでなく周りを思いやることの大切さを考えられるような人づくり・集団作りを

目指していく。 
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３ 進路指導 

     幅広い分野での進路選択ができるよう、日常の中で児童と将来について話をす

る時間を設けていく。なりたい自分を想像し、それに必要なこと・今の自分に出

来ることは何か目標を一緒に考えていく。学校見学等も利用し、具体的に自分自

身の進路を考えられる・目標を達成できるよう支援していく。 

 

４ 自立支援 

日々の生活のなかで職員が言葉遣い・食事マナー・洗濯・掃除・調理など児童の

将来の指標となるよう意識して取り組んでいく。年齢や個々の状況に応じて、自立

するうえで必要なスキルを身に付けられるよう支援していく。定期的にユニット会

議の中でそれぞれに必要な支援が何か考える時間を設けていく。 

 

５ 多職種間連携(児童相談所、学校、地域など) 

  児童相談所 

    FSW と連携し、児童や家庭の状況について情報の共有を図り、より良い支援を

行なう。必要に応じて福祉司との面会や関係者会議を実施し、不適応行動や支援に

困り感がある児童に関しては専門相談やケースカンファレスへの参加を依頼してい

く。 

 

幼稚園・学校 

連絡会や行事に参加し、児童の状況について適宜情報交換を行なう。必要に応じ

てケース会議を実施し、共通理解を図っていく。 

 

【快適な生活環境の提供】 

１ 事故防止・安全対策 

日頃からユニット内の環境整備を心掛け、気持ちよく生活できるようにしてい

く。日々の引継ぎの大切さを職員間で再認識し、定期的にユニット会議の中で【困

り感の共有】【どうしたらミスを防げるか】話し合い、共通認識を図っていく。 

些細なことの積み重ねが大きな事故に繋がる可能性があるため、引継ぎ簿を記入し

やすい形式に変更するなど物理的な工夫をしていく。 

 

【人財育成】 

 １ 職員のチームワーク 

    昨年度に引き続き、“報告・連絡・相談・確認”を忘れずに行う。伝える側は引

継ぎ前には引継ぎ簿を記入しわかりやすく簡潔に伝える・聴く側はメモを取る、

ただ聴くだけでなく、復唱・確認を行い解釈のズレが生じないように意識してい
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く。個人の仕事にならないよう、情報の見える化に努め、チームとしてミスを防

げる・フォローしあえる関係性を築いていく。LINE ワークスやタスク機能の活用

を行い、一人一人が自分の仕事に責任を持ち、他人任せにした仕事にならないよ

う高い意識をもって支援を行なっていく。 

 

 ２ ユニット会議 

    事前に議題提起を行い、それぞれが意見を持った状態で会議に参加できるよう

にする。引き続き冒頭にアイスブレイクを導入し、全員が意見を出せるような雰

囲気作りも行なっていく。児童の支援について偏った意見にならないように、さ

まざまな視点や方向性から物事を捉え、考えられるようにする。そのためには、

多職種からも意見をもらい、より良い支援に繋がるように心掛けていく。状況に

応じてケースカンファレンスも行なっていく。 

  

【行事】 

行事を通し多くの経験を積む事で社会性や協調性を身に付ける。また同時に集団

としての絆や、相手を思いやる優しさを育んでいく。季節に合わせた行事内容も組

み入れ、日本の伝統文化も身に付けていく。 
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令和 6 年度 事業計画（椿ユニット） 

 

【 椿ユニット運営方針 】 

 

 

 

 

 

 

【児童】 

  小学生 1 名 中学生 2 名 高校生３名 

 

                                   計６名 

 【職員】 

  男性職員３名 女性職員１名  

                                   計 4 名 

【 ユニット運営 】 

１ 家族会議 

児童が中心となり、会議の運営を行ない全員が発言しやすい雰囲気づくりを行な

うことで活気ある会議にしていく。また自分で考え、発言するよう促しをすること

で児童の主体性を育てていく。 

 

２ 学習指導 

児童の特性を考慮して、それぞれに合った学習指導を行っていく。 

また、日々の学習の取り組みに関して自分で考え、実行し振り返りを行なうことで

児童の達成感に繋げていく。 

 

３ 進路指導 

一人一人が自身の将来を具体的にイメージができるように児童と職員で話をして

いく。そのなかで職員が様々な選択肢を与えていき、自己決定ができるような支援

を行なう。 

 

４ 自立支援 

自立に向けて必要な社会性、生活能力が身につくよう支援をしていく。 

高校生はアルバイトや自活訓練を実施していくことで、卒園後の生活がイメージで

きるよう支援していく。 

自己選択、自己決定を行ない主体的に行動できるように支援していく。 

また、気持ちをお互いに発信し合い、受け入れることで自分の気持ちや相手の気持ちを

大切にできる集団創りをしていく。 

 

 



39 

 

 

５ 多職種間連携(児童相談所、学校、地域など) 

  児童相談所 

    FSW を中心に連絡調整を行い、連携を図る。必要に応じて定期的に児童相談所

と連絡を取り合い協議していく。 

 

  学校 

    定期的に学校側と連絡を取り合い児童の様子について情報共有を図る。必要に応

じて学校の見守り、面談等を実施して児童のバックアップをしていく。 

 

【快適な生活環境の提供】 

６ 事故防止・安全対策 

    日々の引き継ぎなかで、児童のトラブルや事故に対してのリスク管理を行ってい 

く。また、日常のなかで交通マナーについての話を児童にしていくことで危機意

識の向上に繋げていく。 

 

【人財育成】 

１ 職員のチームワーク 

    挨拶、感謝をはじめ、良いこともそうでないことも伝え合う風通しの良いチー

ム作りを行なっていく。また、お互いがお互いを理解し合うことで思いやり

支え合う職員集団を目指す。 

  

2 ユニット会議 

    毎月、月リーダー職員を決めることでそれぞれの役割のもとに会議を進めてい

く。 

    実施については可能な時には月に 2 回ユニット会議を実施することでユニット

運営や、児童の支援方針についてなど細かいところまで検討をする時間をつく

っていく。また、児童の主体性を育てていくことをベースに考えていく。 

    

【行事】 

  家族会議や日々の日常のなかで行事について話し合い、児童が主体的に意見を出し 

児童の希望に沿った行事を実施していく。また次回の行事がより良いものになるよう 

  その都度振り返りをしていく。 
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令和 7 年度 事業計画（塚本ホーム） 

 

【塚本ホーム運営計画】 

 

 

 

 

ホーム児童・職員編成 

  【児童】 

      小学生 1 名、中学生 1 名、高校生 4 名 

                                 計 6 名 

 【職員】 

     女性職員 3 名、男性職員 1 名               計 4 名 

 

【 ホーム運営 】 

１ 家族会議 

各児童が意見を言えることは出来るようになってきたが、他者の意見に対しての

反応が薄く、会話が広がらない傾向があるので、他者の意見にも自分の考え等を伝

えられるように促していく。家族会議だけでなく、茶話会などを実施し良い雰囲気

作りが出来るように検討していく。 

 

２ 学習指導 

  テストの結果等から各児童の学力の把握に努め、理解度や進みに合わせて個

別に対応する。必要に応じて塾の検討も行ない、学習意欲の向上に努める。 

     

３ 進路指導 

   各児童に合った進路を一緒に模索し、選択肢を増やせるように日々の生活の中

でも伝えていく。児童の希望や考えを話しやすい環境作りを行なう。 

 

４ 自立支援 

  資金シュミレーションをしながら、現実的な話も取り入れ具体的なイメージを

持てるようにする。児童の意向を尊重しながら、出来ることと出来ないことを伝

えていく。 

 

５ 多職種間連携(児童相談所、学校、地域など) 

    各ケースに応じて協力依頼を適宜行なう。児童の意向、学園、児童相談所との意

家族会議等を通じて、自分の気持ちの上手な他者への伝え方や協調性を身につけていく。 

児童にとって落ち着ける空間を継続して維持し、居心地のよい生活空間を一人一人が作

っていく意識を持てるようにする。 
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見の擦り合わせをしながら情報共有をしていく。学校とは必要に応じて連絡会等を

実施しながら児童の特性理解を深めていく。 

 

６ 本園との連携(GH のみ) 

    月 1 回管理職が宿直勤務に入り、客観的な視点から意見を貰いながら支援に当た

る。日頃からの報・連・相を徹底し、偏った支援にならないように、必要に応じて

管理職、専門職の会議参加を依頼していく。 

  

【快適な生活環境の提供】 

１ 事故防止・安全対策 

   地域の危険個所などを児童と一緒に確認し、安全対策への意識づけを図る。防犯

対策、災害対策を日頃から行ない、自分の身は自分で守れるように伝えていく。 

 

２ 地域交流(GH のみ) 

   日頃から挨拶等の関わりを大切にし、良好な関係作りを心掛ける。地域の行事に

は積極的に参加し、理解を深める。 

 

３ ボランティア活動（GH のみ） 

   現在導入している児童はいないが、必要に応じて検討する。 

 

【人財育成】 

  １ 職員のチームワーク 

     各児童の状況を会議だけでなく引継ぎでも細かく共有しながら、業務連絡だ

けでなく、気軽に話すことができるような会話をしコミュニケーションを増や

す。些細な事でも感謝の気持ちをお互いに持ち、職員が良好な関係を築くこと

で児童へもいい影響を与えられるようにする。 

   

  ２ ホーム会議 

     活発な意見交換となるように、会議実施前の導入としてアイスブレイク等も

取り入れていく。よりよい児童の支援になるように、各職員が意見を言いやす

い雰囲気作りをしていく。 

 

【行事】 

   家族会議を活用し、児童から意見を吸い上げ、計画実施していく。新しい経験がで

きるような行事を企画したり、お金の使い方なども学ぶ場となるようにする。状況に

応じて個別やグループ外出も検討する。 
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令和 7 年度 塚本ホーム避難訓練計画 

 

１ 訓練内容・実施方法 

  毎月の避難訓練、防災会議を行ない、防災意識を高める。全員が主体的に考え行動でき

るようにする。災害時だけでなく防犯対策の意識も高め、自分の身は自分で守る意識付けを

図る。定期的に消防設備や備蓄品の確認を行なう。 

 

   

２ 実施予定 

  訓練の実施は以下の通りとする。 

令和 7 年 4 月 

   実施内容：避難場所の確認等の防災会議を実施予定。 

令和 7 年 5 月 

   実施内容：夜間の地震発生を想定した避難訓練を実施予定。 

令和 7 年 6 月 

   実施内容：火災発生を想定した避難訓練を実施予定。 

令和 7 年 7 月 

   実施内容：地震発生を想定した避難訓練を実施予定。 

令和 7 年 8 月 

   実施内容：防災用品、備蓄品の確認等の防災会議を実施予定。 

令和 7 年 9 月 

   実施内容：夜間の地震発生想定した避難訓練を実施予定。 

令和 7 年 10 月 

   実施内容：火災発生を想定した避難訓練を実施予定。 

令和 7 年 11 月 

   実施内容：地域の防災訓練に参加予定。 

令和 7 年 12 月 

   実施内容：地震発生を想定した避難訓練を実施予定。 

令和 8 年 1 月 

   実施内容：火災報知器の確認、避難訓練を実施予定。 

令和 8 年 2 月 

   実施内容：火災発生を想定した避難訓練を実施予定。 

令和 8 年 3 月 

   実施内容：地震発生を想定した避難訓練を実施予定。 
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令和 7 年度 ひまわりホーム事業計画 

 

【 ひまわりホーム運営方針 】 

 

 

 

 

 

ホーム児童・職員編成 

   【児童】 

   小学生 2 名、中学生 2 名、高校生 2 名      計 6 名 

   【職員】 

   女性職員 4 名                  計 4 名 

 

 

【 ホーム運営 】 

１ 家族会議 

児童一人一人が、責任を持って会議に参加し、話し合いがきちんと出来るように

なることを目標とする。誰もが発言しやすい雰囲気作りを行い、集団としての意識

を持つことが出来るよう、支援を行う。 

 

２ 学習指導 

各児童の生育歴や特徴、学力に合った支援を検討していく。各児童の宿題につい

ても確認・把握し、学力の把握に努めていくこと、児童任せにしないように心掛け

る。中学 3 年生になる児童に関しては、早めに通塾の検討を行う。 

 

３ 進路指導 

進路を抱えた児童に関しては、早い段階から将来を見据えた話しを行なってい

く。高校選択をする場合には、早目に高校見学に行くことや色々な高校を見るよう

促し、広い視野で高校を選ぶことが出来るように支援していく。 

 

４ 自立支援 

卒園後の生活をイメージして、日々の生活の中で家事の経験を一緒に行う。自活

訓練の検討も行い、児童が卒園までに色々な体験が出来るようにしていく。また、

地域や支援者との関りを大切にし、社会に出ていくことの意識付けを行っていく。 

 

小集団の利点を生かし、明るく温かく、そして優しい家庭的な生活を創る。 

家族会議を柱としながら、自分の気持ちを上手に相手に伝えること、相手の気持ちを汲

み取る力を養い、思いやりのある集団作りを目指す。 

本園との距離の近さを強みとして、連携を図りながら支援を行う。 
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５ 多職種間連携(児童相談所、学校、地域など) 

各ケースの状況により、児童相談所と協力して、支援にあたる。状況に応じて

は、適宜連絡を取り合い、情報共有をする。併せて、施設内でも情報を周知し、円

滑なやり取りが出来るように努める。 

各学校とも適宜連絡を取り合い、必要に応じては関係者会議を行ないながら、児

童の共通理解と支援についての検討を行っていく。 

 

６ 本園との連携(GH のみ) 

本園との近さを強みとし、本園へ出向いて情報共有を行う。また、児童の状況に

応じて、管理職や専門職にも会議の参加を依頼し、客観的な意見を貰いながら児童

の支援が出来るように心掛けていく。 

本園での全体行事にも積極的に参加していく。 

 

【快適な生活環境の提供】 

１ 事故防止・安全対策 

    児童の交友関係の把握を行い、トラブル防止に努める。交通ルールについては、

日常的に話しを行ない、気を付ける意識付けを行っていく。 

    高校生においては、帰宅の時間が遅くなる場合もあるため、携帯電話を使って適

宜連絡を取り合い、安否の確認を行っていく。 

    ホーム内での危険物の取扱いや破損個所、死角等については、毎月職員会議日に

点検を行い、怪我や性的事故などの重大な事故の防止に努める。 

 

２ 地域交流(GH のみ) 

地域や子ども会の行事に積極的に参加し、良好な関係を作っていく。 

     

３ ボランティア活動（GH のみ） 

     昨年度に引き続き、パン作りのボランティアを継続してお願いしていく。 

    必要に応じて、ボランティア活動の検討を行っていく。 

 

【人財育成】 

１ 職員のチームワーク 

一人勤務の時には、抱え込まず、本園に相談をするなど、周りを頼りながら対

応にあたるよう心がける。常に情報共有を徹底し、チームで支援を行う。 

引継ぎ業務に限らず、日々の職員同士の会話も大切にして、円滑にコミュニケ

ーションを取ることが出来るように、努めていく。 
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２ ホーム会議 

活発な会議を行うことが出来るように、議題にあらかじめ目を通して、それぞ

れが意見するように心掛けていく。ホームが孤立することを避けるため、会議に

は適宜、管理職や専門職に参加を依頼し、客観的な視点も会議に入れながら行な

っていく。 

     

【行事】 

    児童が中心になって、計画・実行・振り返りが出来るように、サポートしてい

く。また、行事を通して、児童が色々な経験が出来るように、内容もその都度よ

く検討していく。 
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令和７年度 ひまわりホーム避難訓練計画 

 

１ 訓練内容・実施方法 

   避難訓練を毎月行う。家族会議で児童と振り返りを行ない、防災意識を高める。災

害だけではなく、日頃から防犯意識の向上に努め、自分の身は自分で守る意識付けを

図る。定期的に消防設備や備蓄品、危険個所などの確認を毎月職員会議日に行なう。 

 

２ 実施予定 

  訓練の実施は以下の通りとする。 

令和 7 年 4 月 

   実施内容：火災発生を想定とした避難訓練 避難経路の確認 

令和 7 年 5 月 

   実施内容：地震発生を想定とした避難訓練 

令和 7 年 6 月 

   実施内容：火災発生を想定した避難訓練 

令和 7 年 7 月 

   実施内容：大雨を想定した避難訓練 

令和 7 年 8 月 

   実施内容：防災用品、備蓄品の確認等の防災会議を実施 

        地震発生を想定した訓練 

令和 7 年 9 月 

   実施内容：地震発生想定した避難訓練 

令和 7 年 10 月 

   実施内容：火災発生を想定した避難訓練 

令和 7 年 11 月 

   実施内容：地域の防災訓練に参加予定 

令和 7 年 12 月 

   実施内容：地震発生を想定した避難訓練 

令和 8 年 1 月 

   実施内容：夜間の災害を想定した避難訓練 

令和 8 年 2 月 

   実施内容：火災発生を想定した避難訓練 

令和 8 年 3 月 

   実施内容：大地震発生を想定した避難訓練 
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令和 7 年度 事業計画（危機管理対策会議） 

 

【方針】 

 ｢一人も死なない防災｣を柱に、防災教育・防災訓練の充実を図る。防災訓練後には家族会

議を活用し、子どもの防災リーダーを中心に話し合う事で、一人一人の防災に対する意識

を高めていく。 

【具体的な実施内容】 

１ 防災・危機管理意識の向上について 

(１)  危機管理委員会を毎月、第３水曜日に行う。各ユニット・GH の担当者に防災訓

練、防災教育、備蓄品管理の役割を与え、課題や改善点についての話し合いを行う。 

(２)  防災訓練については、より実践的な訓練を毎月実施する。また、年 2 回の消防所

への届け出訓練、年 1 回の伊豆の国市への訓練報告(水害土砂災害避難確保計画に沿

った訓練報告)、安全計画に沿った訓練を実施する。 

(３)  毎月の職員会議では危機管理委員会の報告時間を設け、各ユニット・ホームの避

難訓練の反省、子どもの防災リーダー中心に話し合いをした内容についての共有を

行い、次月の防災訓練へ反映させる。 

(４)  防災備蓄品、防災設備の管理・点検を徹底する。 

防災備蓄品については管理簿をもとに栄養士中心に毎月職員会議日に確認を行う。 

施設内、施設周辺の危険個所や破損個所、防災設備の確認は毎月職員会議後に 

危機管理委員会メンバーを中心に行う。 

(５)   LineWorks を活用した災害時の情報発信の訓練を実施する。 

 

 

２ 予算計画 

施設機能強化推進費を活用し、AED の購入を優先して計画している。 
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【危機管理対策会議活動日程および防災訓練実施内容】 

4 月「役割分担決め、安全計画の周知」        地震・火災訓練実施 

5 月「避難経路の確認、緊急連絡網の整備」      地震・消火・緊急連絡訓練       

6 月「消防届け出訓練についての確認」        消防届出訓練実施 

7 月「水難事故防止、不審者対策について」      不審者対応・消火訓練 

 8 月「水害・土砂災害についての訓練・中間総括」   水害・土砂災害対策訓練実施 

⇒伊豆の国市へ洪水・土砂災害に関する避難確保計画に基づく訓練実施の報告書を提出 

 9 月「次年度購入備蓄品についての検討」       全体防災訓練 

 10 月「夜間早朝訓練についての検討」         夜間早朝訓練 

11 月「地域防災訓練の実施方法について」       火災訓練実施 

12 月「消防届出訓練の実施方法について」       消防届出訓練実施 

1 月「次年度引継ぎ事項及び、予算検討」       地域防災訓練 

 2 月 「事業報告・来年度事業計画案の検討」      総合訓練実施 

 3 月 「BCP、安全計画の見直しについて」       BCP に基づいた訓練 

※消火訓練は毎月実施する。 

※自転車のルール改定に伴い、警察の方を講師に招いて、講習会を実施する。 

※不審者対応について、綜合警備保障（アルソック）のスタッフを講師に招いて、研修会

を実施する。 

以 上 
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令和 7 年度 事業計画（安全保健委員会） 

 

 

【 方針 】 

児童の心身の安全を確保し、安心して過ごせる環境を目指す。 

 

【 活動日程・内容 】 

児童の安全、衛生、保健に関することを検討する委員会とする。各ユニットから１名配

置し、月に１回会議を行なう。毎月の会議内では、ヒヤリハット・アクシデント報告の集

計を行い、年に 2 回、直接処遇職員全員が参加する養護会議内でヒヤリハット・アクシデ

ント報告の検証を行なう。衛生については、栄養士とも協力して感染症対策について園内

研修を行なっていく。また、予防接種の進行状況の確認については近隣医療機関にも協力

を得ながら、適宜接種していく。性教育については日常的に行ない、毎月の会議内で実施

状況の共有をする。引き続き、マニュアルの見直しも行なう。 

 

１ 薬品の購入管理について 

  基本的な医薬品の購入・管理を行なう。その他の購入品は、適宜話し合いながら購入 

を検討していく。また、防災委員と連携して災害保健用品の購入管理を行なう。 

 

２ 予防接種について 

（１）インフルエンザ予防接種 

   11 月以降から、幼児・小学生は長岡小児クリニックにて、２回接種をする。中・高生

は、江間クリニックにて１回接種をする予定である。 

（２）各種予防接種について 

全児童対象に、近隣医療機関医院長の協力を得て接種計画を作成する。 

接種時期や接種間隔を確認し、計画的に接種する。 

住民票の移動が困難な児童については、実費での接種になるため、予算立てをし、計

画的に実施する。 

 

３ 嘱託医との連携について（嘱託医：江間クリニック Dr.桜田） 

  月１回の回診と年１回の児童の健康診断（１１月）を実施する。 

 

４ 児童の健康診断について 

  春：健康診断表への転記を行なう。 

    幼稚園は、園のお便り帳のものを転記する。 

小学校は、健康便り、通院のお知らせを転記する。 
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中学校は、学校へ連絡し、養護教諭と保健室にて転記する。 

高校は、学校へ連絡し、実施したもののコピーをもらう。 

  秋：学園保健室にて、嘱託医が行なう。 

    参加できない児童に関しては、インフルエンザの予防接種と合わせて実施する。 

 

５ 保険証の把握 

  保険証のある児童に関して、有効期限の確認と期限前に児童保護者に連絡する。 

 

６ 感染症対策について 

   栄養士と連携し、感染症のマニュアルの活用や、対策の検討や、職員への注意喚起 

を促していく。また、感染症に関して、園内研修を行なう。 

 

７ 母子手帳がない児童について、再発行を検討していく。 

 

８ 性的事故防止 

（１）“性に関するマニュアル”の振り返りチェックシートの実施を行ない、必要に応じ

て改訂版を作成していく。 

（２）児童向け、卒園生向けの性教育プログラムの作成、職員向け講座の実施。 

 →性教育委員会と協力し、性教育内容の年齢、性別別のプログラムの作成を行い、児童

の生活の中でどのように実施していくのかなど、職員の統一的な対応ができるように

児童向けのプログラムの職員周知、講座を行なっていく。 

 

９ ヒヤリハットの検証を毎月行ない、前期と年度末にはヒヤリハット・アクシデント・

事故報告についての検証に関する全体会議を開いていく。 

 

１０ マニュアルの作成や改正を行なっていく。 
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令和７年度 事業計画（自立支援委員会） 

 

【 方針 】 

自立に向けて、児童自身が主体的に人生設計ができるよう支援を行なう。 

他者（周りにいる人）と関わりながら（助けあいながら）生活をしていくため、自己

中心的な思考で行動をするのではなく、他者への思いやりの気持ちを持ち人間関係を築

いていけるよう支援を行なっていく。 

また、自立に向けて、自分の考えや意見をしっかりと持てるよう、考える力・言語化

する力を養っていく。 

 

【 活動日程・内容 】 

１ 自立支援計画書作成への助言、及び進行管理に関する取り組み 

≪作成時の助言≫ 

・自立支援計画作成の際に、進路や奨学金制度等、必要な情報が十分に周知される様、

直接処遇職員との情報共有の時間をもつ。 

・措置延長を検討している児童の支援計画等について、担当ユニット職員や FSW との情

報共有を行ない、自立に向けた課題や社会資源の利用等、卒園後の生活を見据えた内

容の支援を検討できるようにしていく。 

 

２ 児童の学習・進学支援・就労支援棟に関する社会資源との連携 

 (1)学習支援に関すること 

  ・学習支援が必要な児童に対して個別学習を実施する。 

  ・幼児に向けた公文式学習の活用の強化（特に年長児童に対する就学前支援として） 

(2)進路支援（進学・就労）に関すること 

  ・卒園後の進路決定に向けた早い段階からの取り組みの実施とその促しをする。 

  ・児童の状況に合わせた自活訓練プログラムの組み立てを栄養士と検討する。 

  ・措置延長についての検討を早い段階から行なう。 

  ・職場体験、職業見学の実施を同友会（中小企業）と連携して行なう。 

 (3)社会資源の活用・連携に関すること（情報収集・施設内での情報共有等） 

  ・静岡県東部地区でのリービングケア活動の情報収集・新規開拓。 

  ・東社協児童部会の自立支援担当職員の委員会に参加し、そこで得た情報や支援団体

を活用していく。 

 

３ 退園児に対する継続的な相談援助（アフターケア） 

 (1)退園児の状況把握や相談援助に関すること 

  ・アフターケア実施計画書の作成・見直しと有効活用 
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  ・アフターケアにかかる費用（主に食費と交通費）の予算作成と計画的な執行 

  ・アフターケア実施状況の共有と記録の徹底 

 (2)退園児が相談しやすい環境や体制づくりに関すること 

  ・退園児が相談しやすいよう、卒園生との関係性が取れた職員を中心とした支援体制

の構築を図る。 

  ・定期的に連絡を取る事で状況の把握を行ない、自ら発信できない卒園児童に対し

て、支援の促しを行なう。 

  ・県内外での進学や就労がうまくいかなかった児童の救済措置としての自立生活訓練

室の活用を検討する。また、必要に応じて伊豆長岡学園自立支援基金の活用を検討

する。 
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令和７年度 事業計画（食生活） 

 

【 方針 】 

１ 学園で安心して豊かな食生活が送れるように、成長期にある児童の発達を保障する為、

児童の声を聞き、栄養バランスのとれた安全でおいしい食事を提供する。 

２ 児童一人ひとりが大切にされていると実感が持てる食育を目指し、全職員の思いを 

しっかりと届ける為、ユニット完全調理を継続する。 

３ 学園の食事は児童の為の食事である。調理従事職員だけではなく全職員が責任を持つ。 

  学園としての調理のルールを全職員が把握する。 

４ 食事の時間が楽しいひと時となるように、食事環境整備に努め、第三者評価質問項目

「食事の時間は楽しいですか」の満足度 70％以上を実現する。 

５ 「食べる力を育てる＝楽しく食べる児童に成長していく」為の 5 つの目標 

  食事前から「食事時間が楽しい」と「食べる力」が増し「おいしい食事」になる。 

(1)食事のリズムがもてる。    →  食事の時お腹が空いている。 

(2)食事を味わって食べる。    →  おいしさを見つけられる。 

(3)一緒に食べたい人がいる。   →  食事の時間が楽しい。 

(4)食事作りや準備に関わる。   →  一緒に食事作りをする。 

(5)食生活や健康に興味をもてる。 →  食べ物の話をする。 

   

 

【 活動内容 】 

１ 日本人の食事摂取基準、児童年齢表に基づき、必要な栄養素を摂取できるように配慮し

た献立を提供する。 

２ 在籍する児童に対し、その誕生日に希望する献立を提供する「誕生日希望献立」を各ユ

ニット、グループホームで実施する。児童の誕生日を献立表に明記し、また社内報で献

立内容と写真を掲載し、それを掲示することにより学園全体で把握する。 

３ 調理従事職員による「手作りおやつ」「学園伝統献立」を実施する。 

４ 季節年中行事、学園行事を意識した献立を提供し、必要に応じて解説資料を配布する。 

５ 日本人の食事マナーとして、主食、汁物、主菜、副菜を定位置に置いてから食事が開始

できるようになる為、献立盛り付け図（主に夕食）を調理指示書に明記する。 

６ 児童の喫食状況や料理の完成度を把握する為、栄養士・調理従事職員以外の職員に検食

簿、食事感想記録簿への記入をお願いし、日々の食事団らん風景や個人の食嗜好を確認

する。 

７ 細菌検査を栄養士・調理従事職員・児童指導員・保育士は月 1 回（11 月～3 月の間で

必要に応じてノロウイルス細菌検査を追加）児童は年 4 回（6 月・9 月・11 月・3 月）

実施する。 
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８ 職員会議で献立会議を開催する。この会議が、事前に集約した献立感想を報告すること

で、学園全体の食生活を全職員が把握できる場とする。 

９ 調理会議を月１回開催する。個人の課題、各ユニットの課題、調理全体の課題を明確に

し、集団の輪を乱さない為、問題解決を行う場とする。また、栄養士が作成した献立内

容を検討し、より良い調理法、味付けを模索し決定する。 

10  調理従事職員は、各ユニットに配属され、食材購入から調理までを行う。また、必要に

応じてユニット職員、児童へ食事作りの指導、助言をする。 

11  栄養士は、本園、グループホームで会食し、食状況の把握、食事作りの助言をする。 

12  児童の状況（低体位児・肥満児・食物アレルギー児など）に応じて栄養指導を行う。 

13  自活訓練実施児童に対し、食生活全般の指導、助言をする。 

14  学園としての調理のルールを全職員が把握できる勉強会を開催する。 

15  静岡県給食協会、東京都社会福祉協議会児童部会給食研究会に所属し、研修会に参加、

自己啓発に努める。 

16  嗜好調査（アンケート形式）を年 1 回実施する。 

17 11 月「感謝祭」へ協力する。（食品の調理、販売） 

18 12 月「餅つき会」を開催する。 
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令和 7 年度 事業計画（家庭支援専門相談員） 

 

【 基本方針 】 

 

 

 

 

【 実施内容 】 

１ 児童の意見表明 

  大人の話し合いのみで決められる家族調整ではなく、児童自身が家族についてどのよ

うに考え、どの様な将来的なビジョンを持って施設での生活を創っていくのかを大切に

する。 

 (1)入所時の面接(施設入所について、家族について、要望などの聞き取りを行う) 

 (2)定期的な聞き取り(自立支援計画作成、中間見直し、年度総括のタイミングで行う) 

 (3)日常生活の中での意見表明の場の確保(多職種連携) 

 (4)支援者、地域、関係機関との交流機会の提供 

 (5)保護者・児童相談所との情報共有 

 

２ 保護者への働きかけ 

  保護者・親族・地域など、児童とその家族を取り巻く環境を多角的にアセスメントす

る。保護者・児童の抱える課題について児童相談所、保護者、当施設がそれぞれ共通の

認識を持てる様に適宜情報共有する。その上で、児童・保護者のニーズをすり合わせ、

個々の家族に合った再統合の形を模索する。保護者や児童相談所への働きかけは FSW

が中心に行なう。主な内容としては以下の通りである。 

(1)保護者との情報共有、ニーズの確認(電話、面会) 

(2)児童相談所との情報共有 

 (3)面会・宿泊・外出交流時の親子の関り方や食生活に対する助言 

(4)外泊時の衣食住に対する助言 

(5)家庭訪問の実施(生活環境の把握、地域の把握) 

(6)関係者会議の実施 

 

 

 

 

 

 

児童の意見表明を大切にし、個々の家族にあった交流や統合の形を模索する。 

児童・保護者の言動やその家族を取り巻く環境に対して、十分なアセスメントをした

上で、関係機関等との話し合いを重ね、形骸化した家族交流とならない様に支援する。 
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３ 家族交流の調整 

  家族の再構築を図る上で重要な機会として、面会・外出・外泊(施設内外)交流を段階

的に行なう。交流は家庭復帰に限らず、定期的な交流を継続させながら、児童・保護者

それぞれが自立した生活を目指せる様に支援をしていくという目的もある。 

(1) 児童相談所での面会  

(2) 施設内面会(状況に応じて、オンライン面会を実施する) 

(3) 外出交流 

(4) 施設内宿泊交流 

(5)長期休暇等を利用した帰省(外泊交流) 

(6)長期外泊・週末外泊(家庭引き取りを視野に入れたケース) 

(7)その他（手紙や電話での交流） 

 

４ 関係機関との連携 

  電話での連絡を中心に、適宜児童の状況や意向について情報共有する。 

家族再統合に向けたリスクアセスメントを関係機関と共に行う。家庭に帰るという事

だけではなく、地域に帰るという事を念頭に置き、家庭復帰の目途や復帰の時期、リス

ク管理など、多角的な視点で話し合いを重ね、繋ぐ支援を心がける。 

  対応の難しい保護者については、FSW が連絡の窓口を一本化して行なう。 

 施設が遠方という事で疎遠にならない様に、オンラインでの福祉司・心理司面会や児童相

談所職員を交えたオンラインケース会議などを適宜依頼する。 
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令和７年度 事業計画（心理療法事業） 

 

【 方針 】 

年々虐待が重篤化しており、児童養護施設に入所している児童のケアニーズも多様化し

ている。その為、生活支援だけでは対処できる問題ではなく、多職種の連携の下、心理

的・医療的なケアも必要となっている。そこで心理療法担当職員として、入所している児

童の健やかな育ちに役に立てるよう、医師や直接処遇職員と連携して、生活全体を包括し

た支援の場となるよう、心理療法を実施していく。 

 

【 活動日程・内容 】 

＜実施内容＞ 

 個別心理療法・生活場面面接・ケースカンファレンス・専門職会議 など 

 

＜実施場所＞ 

 伊豆長岡学園 心理療法室 など 

 

＜実施方法＞ 

１ 個別心理療法 

(1)対象児童  年度開始時 予定数 17 名（小学生 8 名／中学生 5 名／高校生 4 名） 

(2)実施者   心理療法担当職員 

(3)日時    月～金曜日 ： 15 時 30 分～20 時 50 分 

(4)枠組み   隔週 1 回 50 分間または月 1 回 50 分間 

(5)内容    カウンセリング・プレイセラピー 

(6)場所    伊豆長岡学園 心理療法室 など 

 

２ 生活場面面接 

(1)目的    会食を通しての生活場面面接を実施し、個別心理療法のみならず、 

生活場面における児童の様子にも視野を広げ、統合的に対応する。 

(2)対象児童   予定数 21 名 幼児 2 名／小学生 8 名／中学生 6 名／高校生 5 名 

(3)実施者   治療指導担当職員・個別対応職員・心理療法担当職員 

(4)日時    不定期 

(5)場所    伊豆長岡学園 各ユニット（室、居室）、グループホーム 

 

３ ケースカンファレンス 

(1)目的    個別心理療法および生活場面面接において気になる児童について、精 

神科医を含めた多職種間で情報共有し、定期的にケースカンファレン 
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スを実施する。 

(2)実施者  非常勤児童精神科医・直接処遇職員・主任・心理療法担当職員 

(3)日時   毎月第 1 もしくは第 3 木曜日：14 時 00 分～16 時 00 分 

(4)場所   伊豆長岡学園 医務室など 

 

４ 専門職会議 

(1)目的   ア 複雑な生育歴を抱えている児童へのアセスメントについて多角的な

意見を元に、支援内容について検討する。 

イ施設職員のメンタルヘルス状況について理解を深める。 

 

(2)実施者  非常勤児童精神科医・主任・心理療法担当職員 

(3)日時   毎月第 1 もしくは第 3 木曜日：10 時 00～12 時 00 分 

(4)場所   伊豆長岡学園 医務室など 

 

５ その他 

(1)心理療法での児童の様子について、直接処遇職員と情報の共有をし、施設内の治療

的環境づくりに努める。 

(2)職員へのコンサルテーション業務にあたる。 

→各会議やケースカンファレンスの時間にケース相談や助言指導を実施する。 

→日常的な情報共有に努める。 

(3)外部機関との連携にあたる。 

→各児童相談所の心理司、児童相談センター治療指導課「ぱお」の心理職員との連

携にあたる。 

(4)家族支援に努める。 

→関わりの難しい児童を抱える家族、家庭引き取りの可能性がある家族に対し、対

象となる児童との関わり方、理解、受容の促進について、どう伝えていくべきな

のかを担当職員と検討していく。 

(5)直接処遇職員の業務補助を実施していく。 
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令和７年度 事業計画（治療的・専門的ケア事業） 

【専門機能強化型児童養護施設の取り組み】 

 

【 方針 】 

虐待を受けて心に深い傷を抱えている児童たち、さらには虐待を受けたことに加え、発

達障害や知的障害を併せ持つ児童たちの増加に伴い、集団生活を基本とした施設での養育

に困難をようするケースが多くなった。現在の児童状況は、定期的に通院が必要で服薬を

している児童、特別支援学校（学級）に在籍する児童、発達障害を疑わせる行動特性をも

つ児童、個別的な学校対応が必要な児童が入所している。そのようなケースに対し多角的

なケアが求められることが増えてきたため、直接処遇職員に加え、精神科医、心理士、家

庭支援専門相談員といった専門職との連携を図り、適切なケアが行なえるような体制作り

の確立を目指す。また施設内での研修（伝達研修・ケースカンファレンス）をはじめ、外

部での研修会に参加することで職員のスキルアップに繋がる機会を増やしていく。 

 

【 活動日程・内容 】 

１ 施設全体としての活動 

(1)職員への事例研修・ケースカンファレンスの実施 

(2)子どもへの面接、心理ケア 

(3)職員への処遇技術の助言・指導 

(4)生活場面での児童状況観察及び処遇職員へのコンサルテーション 

(5)心理治療プログラムの検討・実施 

(6)施設内の治療的環境づくり 

 

２ 非常勤精神科医の取り組み 

(1)児童の見立てと職員の資質向上のための助言と指導 

→児童の状況を直接処遇職員や治療指導担当職員、心理療法担当職員から聞き、見立て

を行なう。児童の成長段階、臨床的課題等から考えられる支援方法を会議や、ケース

カンファレンスの場などを利用し、職員への助言を行なう。 

(2)職員へのメンタルヘルスサポート 

→職員との個別の相談機会を設ける。職員向けのメンタルヘルス研修を実施する。中高

生向けの心理教育(メンタルヘルス研修)を実施する。 

(3)脳波や心理などの諸検査、服薬の必要性等がある児童の通院への助言 

 →児童の通院後、医師からの診察内容や日常の生活の様子等を共有し、服薬や通院に対

する職員への助言を行う。 
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３ 心理療法担当職員の取り組み（詳細は別紙「心理療法事業計画」に記載） 

(1)心理療法が必要だと思われる児童への個別、集団での心理療法の実施 

→心理療法での児童のあらわれについて、直接処遇職員と情報の共有をし、施設内の治

療的環境づくりに努める。 

(2)職員へのメンタルヘルスサポート 

→各会議やケースカンファレンスの時間にケース相談や助言指導を実施する。 

(3)外部機関との連携（他施設・児童相談所 等） 

 

４ 治療指導担当職員の取り組み 

(1)日常生活や学校生活を送るうえで不適応や、問題行動がある児童に対する個別的関わ

りを持つ。 

(2)学校（主に小学校）と児童の行動について情報を共有し、不適応が見られる児童に対

し個別的な支援（学校付き添い）を行なう。学校での様子と施設での様子を比較し、直

接処遇職員とともに支援方法を検討していく。 

(3)学習支援体制の確立 

→発達障害的な認知特性を持った児童、学習の遅れがみられる児童に特別に配慮された

支援を目指す。 
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令和 7 年度 事業計画（人財確保委員会） 

 

【 方針 】 

 今年度より施設全体で人財確保に取り組むため、実習担当と広報委員会を統合し、人財

確保委員会を立ち上げる。①実習生や②施設見学者③職員にとって「知人を紹介したい」

と思える施設を目指していく。職員にとって「この施設を選んでよかった」と思える施設

を目指していく。 

 人財育成・定着を強化するために、新任職員の OJT の進め方やしくみの標準化を図る

ことを目指していく。 

そのために施設の魅力について、ホームページや SNS（Instagram）や広報誌により、児

童の生活の様子や伊豆長岡学園で働く職員としてのやりがいや魅力を知ってもらうことに

より、人財確保対策の一環として広報活動に力を入れていく。 

 

【 活動内容 】 

１ 実習生対応 

(1)責任者を 2 人配置するが、実習生の対応は全職員が対応していくという意識を施設全

体でもつ。 

(2)実習生から挙がる「学園に対する意見や要望」に関して、学園職員の日頃の支援内容

の振り返りとしても大切な意見として、その内容は真摯に受け止めていく。改善が必

要である場合は早急に園内周知を図り、対応していく。 

(3)実習オリエンテーションは、年間をⅢ期に振り分けて実施し、オリエンテーションの

際にグループホームでの実習について意向確認をアンケートで実施していく。 

(4)事前オリエンテーションで実習生の紹介のプロフィールの用紙を実習開始前に施設内

に掲示し、実習生の名前や特性をよく理解した上で安心して実習に臨むことができる

ようにする。 

(5)各種講話に関して、FSW 講話は、事前オリエンテーション内にて、栄養士講話・心

理士講話・自立支援の講話に関しては、実習中に行っていく。 

(6)実習オリエンテーション内にて、実習は学習の一環であるが、施設は児童の生活の場

であり、責任ある行動をとるよう伝えていく。 

(7)中間反省会では、寮での中間反省会と、実習担当者との反省会を行い、児童の自立支

援で活用している「あなたの意見」を実習生に疑似体験してもらいながら、後半の実

習課題について具体的な取り組みや達成方法を一緒に考え、より良い実習になるよう

に支援する。 

(8)実習生に対し感染症対策を行う。必要に応じて学校側と連絡を取り合う。 

(9)社会福祉司実習の受け入れを行なう。 
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２ 施設見学会・広報活動 

(1)施設見学会を毎月開催し児童養護施設に興味を持ってもらえるように働きかける。施

設長だけの対応ではなく、委員会のメンバーが運営できるように目指していく。 

(2)ホームページと SNS（Instagram）を定期的に更新し魅力発信の記事を掲載する。 

(3)伊豆長岡学園通信の発行（年 4 回） 

(4)暑中見舞い・年賀状の作成 

(5)支援者・寄付者の開拓 

(6)社内報（ing）を発行し、職員にとって働きがいのある施設づくりを行う。 

 

３ 新任職員の OJT の取り組みの標準化 

 昨年度の第三者評価結果のさらなる改善が望まれる点として「定期的なトレーナー会議

を開くなど OJT の進め方や進み具合に差が出ないような配慮や OJT シートの改良が必要

でしょう」という指摘があり、各ユニット、各ホームでの OJT の取り組み内容を改良し

標準化を図っていく。 

 トレーナー研修やトレーナー会議を開き、OJT の内容の質の向上を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

令和 7 年度 事業計画（性教育委員会） 

 

 

【 方針 】 

 性教育実践は、大きな性的事故が起こってから実践するケースが少なくない。現状、大

きな性的事故は起こっていないが、児童に対して正確な性に関する内容を提供することで

性的事故防止に繋げる必要があると考える。そこで、性教育委員会を設置して性教育プロ

グラムを提供し、その上で各ユニット、ホームと協働して性教育（生教育）を実践する機

会とする。また、児童だけではなく職員に対しても性教育の学習機会を提供し、社会情勢

や性に関する知識の習得のための研修会を実施していく。 

 

【 活動日程・内容 】 

児童の性教育（生教育）に関することを検討し、実践する委員会とする。また、職員に

対する性教育に関する学習について計画、実施する委員会とする。各ユニット・各ホーム

から１名配置し、隔月に１回会議を行なう。隔月の会議内では、性教育実践についての検

討や性教育実践についての学習を行う。児童への実践は 5 月、8 月、12 月、3 月（高校生

は 2 月）の年 4 回行ない、発育発達面の学習やインターネット・SNS 使用の学習、生活面

の学習等をより実践的な内容で継続的に実施する。また、職員への性教育研修も年 1 回実

施し、外部講師による実践的な内容の研修とする。 

 

１ 性教育（生教育）実践の計画立案について 

今年度より定期的に実践する性教育（性教育）プログラムについての計画立案、プロ 

グラム策定等を行い、円滑にプログラムが実施できるよう準備する。 

また、児童の性教育への理解度の確認を行ない、より児童のニーズに合ったプログラ 

ム内容を提供できるようにする。 

 

２ 性教育学習について 

（１）委員会内での学習 

   性教育プログラムの教材作成に向けて、共通な内容に関して学習を行い、知識を深め

ていく機会とする。 

 （２）外部研修への参加 

     さまざまな性教育に関する研修へ積極的に参加し、社会全体の動向、他施設での実 

践等々に触れることで知識を得ること。また委員会内へ還元することで、委員会全 

体の知識の向上に繋げる。 
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３ 性教育教材研究について 

  性教育プログラムを作成する時間として確保し、プログラム提供に関する学習機会と 

する。（展開に関する学習機会） 

 

４ 児童への性教育（生教育）実践について 

（１） 年 4 回、3 カ年で 1 セットとなるようプログラムを策定し、年齢に応じたプログラ 

ム内容とする。 

（２）性教育、生教育、SNS、インターネット等の学習を体系的、継続的に実践すること 

で、児童への定着を狙っていく。内容については、より実践的な内容として提供す 

る。 

（３）年 1 回は看護師からの講話とし、医療面からの性教育について学習する。 

（４）各ユニット、ホームと連携して性教育を実践していく。そのため、情報共有をしっ 

かりと行い、児童個々にあったプログラム内容を提供する。 

 

５ 職員への性教育研修について 

  年に 1 回性教育研修を実施し、性に関する基本的な事項、社会情勢等々に関する内容 

の研修を実施し、職員の知識の向上に努める。 

 

６ 性的事故防止について 

（１） 性教育プログラムを実施することで、正しい知識を身に付けて、性的事故防止に繋

げていく。 

（２）性に関するマニュアルについては、今後必要に応じた改定を実施する。 
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令和 7 年度 事業計画（権利擁護委員会） 

 

 

１ 目的 

  衣食住全てが権利養護に関わるという意識の下、自らの支援内容を振り返る。専門

職という意識が過度になりすぎる事で、他者視点が弱くなるため、権利擁護とについ

て、学園生活の全てを通して考えていき、全職員へ発信していくことを目的とする。 

 

２ 方針 

（１） 上から目線の支援ではなく伴走支援という事を意識する。 

（２） 職員の自己愛が肥大しすぎると子ども中心の支援ではなくなり、自己有用感

を求め過ぎてしまう。自分が居なければ何もできないという子どもにしてはいけ

ない。子どもが安心して自ら歩いていける自立を支える支援を追求する。 

（３） 余裕の無さが不適切な対応を招くという事を念頭に置き、職員のフォロー体

制についても大切にする。 

（４）伊豆長岡学園で生活・働く全ての人の権利擁護を意識する。 

 

３ 活動内容  

（１）月１回程度の委員会開催を基本とする。 

（２） 権利擁護委員会で話し合った内容については、経営会議・運営会議で報告を

する。 

権利擁護委員会として重要と判断した案件については、職員会議で全体周知を図

り、周知徹底を図る。 

（３） 権利擁護委員会からの発題をして、養護会議や職員会議で討議をする場を設

ける。 

（４） 権利擁護委員会のメンバーに、栄養士や心理士などの専門職も入り、客観的

な視点も入れながら衣食住を通した権利擁護という視点で話し合いを行う。 

（５） 全国児童養護施設協議会の人権擁護のためのチェックリストの実施について

主になっておこなう。 
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令和７年度 事業計画（衛生委員会）  

 

【 位置づけ 】 

職員の心の健康は、職員とその家族の幸福はもちろんのこと、生産性向上と健康いきいき

職場づくりのためにも重要な課題である。当施設の職員の心の健康づくり及び健康いきい

き職場づくりに取り組むとする。 

【 目標 】 

管理監督者を含む職員全員が心の健康問題について理解し、心の健康づくりにおけるそ

れぞれの役割を果たせるようにする。 

 円滑なコミュニケーションの推進により活気ある職場づくりを行う 

 管理監督者を含む職場全員の心の健康問題を発生させない。 

 

【 活動日程・内容 】 

１ 職場環境等の把握と改善を実施する。  

  管理監督者による職場改善等の把握と改善 

  メンタルヘルス推進担当者による職場改善等の把握と改善 

２ ストレスチェックを実施する。 

３ 心の健康づくりのために、必要に応じて、教育研修及び情報提供を実施する。 

４ 心の健康相談体制を実施する。 

（管理監督者への相談、佐久間先生への相談、メンタルヘルス推進担当者への相談） 

５ 個人のプライバシーには、配慮する。 

６ TOKYO 働きやすい福祉の職場宣言を実施することにより、働きやすい職場づくりの

環境を整える。人材確保の定着を図る。 

  

 

 

 

 

 

項目 
令和７年度 スケジュール（月） 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

目標・計画の策定 〇            

目標達成状況の評価            〇 

計画、体制の周知 〇            

ストレスチェック実施      〇       

担当者間の情報共有機会の確保 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 



67 

 

令和７年度 事業計画（研修計画） 

 

【 方針 】 

ケアニーズの高い児童の入所が増えている中、専門的な知識だけではなく、職員一人一

人の人権(権利)意識、施設としての養護論、養育論というテーマを突き詰めていく必要性

がある。多くの職員が意欲的に広く研修を受ける事が出来る体制を整え、計画的に研修の

受講を促す。 

 

【 活動日程・内容 】 

１ 各ユニット、各ホーム、各委員会等からの提案を受けた園内研修会を企画実施してい

く。 

２ 職員室に研修案内を設置し、誰もが希望する研修会を受講できるようにしていく。 

３ 事業計画書の最重点目標の内容から、伝え方や聴き方についての「アサーティブコミ

ュニケーション研修」や当事者意識を学ぶ研修、チームビルディング研修、病児対応、

ハラスメント防止研修、防災・防犯研修、人権擁護研修などの内容を検討し実施してい

く。 

４ 処遇改善研修については施設長補佐より各個人に受講をすすめ、階層別の研修を受講

できるように取り組んでいく。 

５ 衛生委員会が中心になって、メンタルヘルス研修やコミュニケーション研修など働き

やすい職場環境づくりの研修も企画実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


